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ごあいさつ 

 

利根町では，2015 年（平成 27 年）３月に第１次となる「利

根町男女共同参画推進プラン（2015～2019）」を，2020 年（令

和２年）３月に「第２次利根町男女共同参画推進プラン（2020

～2024）」を策定し，同年 12 月には「利根町男女共同参画推

進条例」を制定して，男女がお互いにその人権を尊重し，そ

れぞれの個性と能力を発揮できる社会の実現に向けて，男女

共同参画に関する様々な取組を進めてまいりました。 

このような中，我が国では人口減少や少子化，超高齢化社

会の到来を迎え，私たちを取り巻く環境は大きく変化し，加

えて新型コロナウイルス感染症の流行は，私たちのライフス

タイルや価値観に大きな影響を及ぼしました。 

一方で，依然として，性別を理由として，役割を固定的に分ける考え方は根強く残ってお

り，政策及び方針決定過程における女性参画の低迷や，性別に起因する暴力や人権侵害の問

題など，多くの課題が残されています。 

こうした状況やこれまでの取組を踏まえ，この度策定した「第３次利根町男女共同参画推

進プラン（2025～2029）」では，「男女（みんな）の個性が輝き 思いやりでつながるまち 

とね」という第２次プランの基本理念を継承しながら，男女共同参画に関する意識の啓発や

社会教育の推進といった男女共同参画の実現に向けた基盤づくり，困難な状況にある方へ

の支援やあらゆる分野での男女共同参画の実現を目指して様々な取組を進めてまいります。 

本プランの推進には，町民，事業者及び関係機関の皆様との連携、協働が何よりも重要で

す。皆様には、より一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。  

本プラン策定にあたり，アンケート調査を通じて貴重なご意見をいただきました町民の

皆様をはじめ，熱心にご審議いただきました利根町男女共同参画推進委員会委員並びに関

係各位に対しまして，深く感謝申し上げまして，ご挨拶といたします。 

 

 

令和７年３月 

利根町長 佐々木 喜章 
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第１章 計画の概要 

１．計画の趣旨と目的 

 利根町（以下「本町」という。）では，2015年（平成 27年）に「利根町男女共同参画推進

プラン（2015～2019）」を，2020年（令和２年）に「第２次利根町男女共同参画推進プラン

（2020～2024）」を策定し，「男女（みんな）の個性が輝き 思いやりでつながるまち とね」

を基本理念に掲げ，男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めてきました。 

 2020 年（令和２年）12 月には，男女共同参画の実現に向けた取組を一層推進するため，

「利根町男女共同参画推進条例（以下「条例」という。）」を制定しました。 

 

 第２次計画の計画期間においては，新型コロナウイルス感染症の影響により地域活動や

経済活動に影響が生じる中，複雑な課題を抱えた家庭の孤独・孤立や，貧困等の問題が顕在

化しており，男女共同参画の分野においても困難を抱える方へのきめ細かな支援の必要性

が高まっていると考えられます。 

 また，本町は現在，県内第２位の高齢化率となっており，少子高齢化が深刻な問題となっ

ています。このような状況の中，活力ある社会を維持するためには，男女の違いや年齢に関

係なく，仕事・家庭・地域社会それぞれで意欲と能力ある個人に活躍する機会を広げ，また，

それぞれの人がもつ考えを自由に言い合え，かつ，受け入れ，人々が対等に関わり合うこと

ができる社会の実現が必要不可欠です。 

 そのためにも，性別による固定的役割分担意識1による生き方の決めつけや配偶者等から

の暴力，セクシュアル・ハラスメント2等の問題への対応など，男女共同参画施策に引き続

き取り組んでいくことが求められています。 

 

 この度「第２次利根町男女共同参画推進プラン（2020～2024）」の計画期間が満了するに

あたり，条例の理念を具現化することで，思いやりの心でつなぐ，一人ひとりがいきいきと

自分らしく輝ける社会の実現を目指し，町民，事業者，学校，行政が一体となり，より一層

の男女共同参画の推進を図るため「第３次利根町男女共同参画推進プラン（2025～2029）」

（以下「本プラン」という。）を策定するものです。 

  

                                                      
1 性別による固定的役割分担意識 男女を問わず個人の能力等によって役割分担を決めることが適当であ

るにもかかわらず，「男は仕事・女は家庭」「男は主要な業務・女は補助的業務」等のように男性，女性

という性別を理由として役割を固定的にわけること。こうした意識を無意識にもつことを，「アンコンシ

ャス・バイアス」という。 

2 セクシュアル・ハラスメント 職場において，労働者の意に反する性的な言動が行われ，それを拒否し

たり抵抗したりすることによって解雇，降格，減給等の不利益を受けることや，性的な言動が行われる

ことで職場の環境が不快なものとなったため，労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること。 



第１章 計画の概要 

3 

２．計画の位置づけ 

・本プランは，男女共同参画社会基本法第 14条第３項の規定に基づき，国の「男女共同参画基

本計画」，茨城県の「茨城県男女共同参画基本計画」と整合性を図り策定するものです。 

・また，本プランは以下の通りの計画として位置づけます。 

○困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第８条第３項に基づく「困難な問題を

抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」（困難女性支援計画） 

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に基づく

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画」（ＤＶ3対策基本計画） 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項に基づく「女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策についての計画」（女性活躍推進計画） 

・本プランは，本町の最上位計画である「第５次利根町総合振興計画」と整合性を図り策定

するものです。 

・本プランは，利根町男女共同参画推進条例第９条に基づく「男女共同参画の推進に関する

基本的な計画」として策定するものです。 

・本プランは，2023年（令和５年）に実施した「男女共同参画社会住民アンケート調査」の

結果や，利根町男女共同参画推進委員会，町民の声を反映して策定するものです。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

 本プランの期間は，2025年度（令和７年度）から 2029年度（令和 11年度）の５か年とします。  

                                                      
3 ＤＶ ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）の略。配偶者や恋人等親密な関係にある，

又はあった者から振るわれる暴力。身体的な暴力行為のほか，精神的・性的暴力も含む。 

 

利根町 

第３次利根町男女共同参画 

推進プラン（2025～2029） 

・利根町困難女性支援計画 

・利根町ＤＶ対策基本計画 

・利根町女性活躍推進計画 

その他の個別計画 整合 

整
合 

◆計画の位置づけ図 

具現化 

利根町男女共同参画 

推進条例 

第５次利根町総合振興計画 

（町の最上位計画） 

・男女共同参画社会基本法 

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

国 

・第２次茨城県総合計画（茨城県ＤＶ対策基本計画を含む） 

・茨城県男女共同参画基本計画（第４次） 

・茨城県困難な問題を抱える女性支援基本計画 

・茨城県女性活躍推進計画（第２次） 

茨城県 

 

整合 
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４．計画の背景 

◆世界の動き 

年 内容 

1975年（昭和 50年） 「国際婦人年」を宣言 

 国際連合において，1975年（昭和 50年）を国際婦人年とし，

同年開催された第１回世界女性会議で，女性の地位向上のた

めの「世界行動計画」が採択されました。 

1979年（昭和 54年） 「女性差別撤廃条約」の採択 

 従来の男女の性的役割分担に基づく差別や偏見を撤廃し，男

女平等の実現を目指すため，国連総会で採択されました。 

1985年（昭和 60年） 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の採択 

 2020 年（令和２年）に向けて女性の地位向上のために世界的

に取り組むべきガイドラインが採択されました。 

1995年（平成７年） 「行動要領」「北京宣言」の採択 

 女性の健康や女性に対する暴力等の 12の課題が示され，「平

等，開発，平和」のためのあらゆる分野における女性の参画を

求める宣言がなされました。 

2000年（平成 12年） 「北京宣言及び行動要領実施のための更なる行動とイニシアティ

ブ」の採択 

2006年（平成 18年） 世界経済フォーラム（ＷＥＦ）において世界各国の男女格差を測

る指数である「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」が公表 

2011年（平成 23年） 「UNWomen（ジェンダー4平等と女性のエンパワーメント5のための

国連機関）」の発足 

2015年（平成 27年） 「持続可能な開発のための 2030アジェンダ（ＳＤＧｓ6）」の採択 

 人間，地球及び繁栄のための 17の目標の１つに「ジェンダー

の平等を達成し，すべての女性と女児のエンパワーメントを

図る」が掲げられました。 

 

                                                      
4 ジェンダー 何が女性的で，何が男性的かを表す社会的・文化的につくられた性別のこと。 

5 エンパワーメント 社会，組織の中で，今まで虐げられてきた人たちが力をつけ，もともともっていた

一人ひとりの個性を再び息づかせること。 

6 ＳＤＧｓ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs の略で，持続可能な開発目標のこと。「誰ひとり取り残さな

い」を理念に，開発途上国のみでなく，先進国も取り組むべきグローバルな課題として，2030 年（令和

12 年）を期限に，貧困，エネルギー，平和等の 17 の目標を定めている。 



第１章 計画の概要 

5 

 

 

○ グローバル・ジェンダー・ギャップ指数 ○ 

グローバル・ジェンダー・ギャップ指数とは，スイスの非営利財団である「世界経済フォ

ーラム」が公表する，経済・教育・健康・政治の４分野における男性の参画状況と女性の参

画状況の差を集計した指標です。 

2024年（令和６年）版において，日本は「経済」「政治」の各分野で低い水準となってお

り，詳細 12項目中，管理職等に占める女性の割合：経済（Legislators, senior officials 

and managers），国会議員に占める女性の割合：政治（Women in parliament），国家元首の

在任期間に占める女性の割合：政治（Years with female/male head of state (last 50)）

の３項目で，スコアが 1.0点中 0.3以下と特に低くなっています。 
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グローバル・ジェンダー・ギャップ指数
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◆国の動き 

年 内容 

1999年（平成 11年） 「男女共同参画社会基本法」施行 

 男女共同参画社会の実現が21世紀の最重要課題として位置づ

けられました。 

2000年（平成 12年） 「男女共同参画基本計画」の閣議決定 

 男女共同参画社会基本法に基づき，施策の総合的かつ計画的

推進を図るため，施策の方向や具体的取り組み等を定めまし

た。 

2001年（平成 13年） 「男女共同参画局」の設置 

 新たに内閣府に設置されました。 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（配偶

者暴力防止法またはＤＶ防止法）」の施行 

 配偶者からの暴力に係る通報，相談，保護，自立支援等の体制

を整備し，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る

ための法律として施行されました。 

2005年（平成 17年） 「男女共同参画基本計画（第２次）」の閣議決定 

2007年（平成 19年） 「仕事の生活の調和（ワーク・ライフ・バランス7）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための行動指針」策定 

 持続可能な社会の実現に向け，誰もが仕事と生活の双方を調

和し，官民一体となって取り組んでいくための支援策等が示

されました。 

2010年（平成 22年） 「男女共同参画基本計画（第３次）」の閣議決定 

2015年（平成 27年） 「女性活躍推進法」施行 

 自らの意思で働くことを希望するすべての女性が，その個性

と能力を十分に発揮できる社会を実現するため，「女性が仕事

で活躍する」といった内容を事業主に対して義務化した法が

施行されました。 

「男女共同参画基本計画（第４次）」の閣議決定 

2019年（平成 31年） 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」施行 

  

                                                      

7 ワーク・ライフ・バランス（仕事の生活の調和） 国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働

き，仕事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活等においても，子育て期，中高年期といった人生

の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会。 
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年 内容 

2020年（令和２年） 「男女共同参画基本計画（第５次）」の閣議決定 

「改正労働施策総合推進法」施行 

「女性活躍推進法」改正・2020年（令和２年）より段階的に施行 

 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大等が盛り込まれました。 

2021年（令和３年） 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正・施行 

 政党等の取組項目の例示としてセクハラ・マタハラ等対策等

が明記されました。 

2022年（令和４年） 「育児・介護休業法」改正・令和４年より段階的に施行 

 柔軟な育児休業の枠組みが創設されました。 

2024年（令和６年） 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新

法）」施行 

 生活困窮，性暴力，孤独・孤立といった社会課題が顕在化する

中で，困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図り，人権が尊

重される社会を実現するための法律として施行されました。 

 

◆茨城県の動き 

年 内容 

2001年（平成 13年） 「茨城県男女共同参画推進条例」の制定 

2002年（平成 14年） 「茨城県男女共同参画基本計画」の策定 

2005年（平成 17年） 「女性プラザ男女共同参画支援室」の設置 

2011年（平成 23年） 「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）」の策定 

2016年（平成 28年） 「茨城県男女共同参画基本計画（第３次）」の策定 

2017年（平成 29年） 「茨城県女性活躍推進計画」の策定 

 女性活躍推進法に基づく計画として，女性の職業生活におけ

る活躍の推進等に取り組むことが示されています。 

2021年（令和３年） 「茨城県男女共同参画基本計画（第４次）」の策定 

「茨城県女性活躍推進計画（第２次）」の策定 

2022年（令和４年） 「第２次茨城県総合計画～「新しい茨城」への挑戦～」の策定 

 計画の中に茨城県ＤＶ対策基本計画（第５次）が位置づけられ

ました。 

2024年（令和６年） 「茨城県困難な問題を抱える女性支援基本計画」の策定 

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき策定

され，相談体制の充実や回復と自立に向けた支援体制の整備

に取り組むことが示されています。 
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◆利根町の動き 

年 内容 

2013年（平成 25年） 「男女共同参画社会住民アンケート調査」の実施 

2015年（平成 27年） 「利根町男女共同参画推進プラン（2015～2019）」の策定 

2018年（平成 30年） 「男女共同参画社会住民アンケート調査（２回目）」の実施 

2020年（令和２年） 「第２次利根町男女共同参画推進プラン（2020～2024）」の策定 

「利根町男女共同参画推進条例」の制定 

2024年（令和６年） 「男女共同参画社会住民アンケート調査（３回目）」の実施 

2025年（令和７年） 「第３次利根町男女共同参画推進プラン（2025～2029）」の策定 

 計画の中に利根町困難女性支援計画・利根町ＤＶ対策基本計

画・利根町女性活躍推進計画を位置づけています。 

 

○ 利根町男女共同参画推進条例 前文 ○ 

日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ，国際社会における取組とも連動し

ながら，男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。 

平成 11年に「男女共同参画社会基本法」が施行され，男女共同参画社会の実現を 21世紀

における最重要課題と位置づけ，社会のあらゆる分野で，総合的な施策の推進の重要性が示

されている。 

また，平成 27年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行され，女

性の活躍に向けた取組が社会全体で拡大しており，女性の活躍を一層推進していくことが

重要になっている。 

利根町においては，平成 27年に「利根町男女共同参画推進プラン」を，令和２年に「第

２次利根町男女共同参画推進プラン」を策定し，男女共同参画社会の実現に向けた取組を進

めてきた。 

しかし，性別による固定的な役割分担意識，性別に起因する暴力や人権侵害など，多くの

課題が解決されていないことから，男女共同参画社会の実現には，総合的かつ計画的に推進

することが必要である。 

ここに，男女共同参画社会を実現することを目指して，町，町民及び事業者が一体となっ

た取組を推進するため，男女共同参画の推進についての基本理念やそれぞれの責務等を定

めた条例を制定する。 

 

※条例の全文は，資料編をご覧ください。 
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５．ＳＤＧｓを踏まえた計画の推進 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは，「誰一人取り残

さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための，2030年（令和 12年）を年

限とした国際目標のことです。2015年（平成 27年）９月の国連サミットにおいて全会一致

で採択され，17の目標と，169のターゲットとよばれる詳細目標があります。 

本町では，町の最上位計画である第５次利根町総合振興計画について，持続可能なまちづ

くりを目指した計画とするために，ＳＤＧｓの視点や考え方を取り入れたものとするなど，

ＳＤＧｓの推進に取り組んでいます。 

男女共同参画の分野においても，ＳＤＧｓの 17のゴールのうち，「４ 質の高い教育をみ

んなに」「５ ジェンダー平等を実現しよう」「10 人や国の不平等をなくそう」「16 平和

と公正をすべての人に」などを中心に，ＳＤＧｓを踏まえた男女共同参画の推進に積極的に

取り組んでいきます。 

 

◆ＳＤＧｓの 17のゴール 
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第２章 利根町の現状 

１．人口の推移 

２．出生数及び合計特殊出生率の推移 

３．未婚率の推移 

４．女性の年齢階級別労働力率 

５．女性の管理的職業従事者の割合 
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第２章 利根町の現状 

１．人口の推移 

本町の人口は減少傾向にあります。年齢３区分別人口構成比で比較すると，年少人口は，

減少が続いているのに対し，生産年齢人口と老齢人口は横ばいで推移しています。高齢化率

（総人口に占める老齢人口の割合）をみると，2018年（平成 30年）以降は 45％前後で推移

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査・茨城県常住人口調査（10月１日時点） 
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利根町 茨城県 全国

２．出生数及び合計特殊出生率の推移 

本町の出生数は，2016年（平成 28年）以降 40人程度で推移しています。 

また，合計特殊出生率8は，全国平均と比べ低く 1.0前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県常住人口調査 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計特殊報告 

  

                                                      
8 合計特殊出生率 １人の女性が生涯に産むことが見込まれる子どもの数を示す指標。年齢ごとに区分さ

れた女子人口に対する出生数の比率を年齢別出生率といい，合計特殊出生率は15～49歳の年齢別出生率

の合計（市町村単位では，年間の出生数等の標本サイズが小さいため，５年間での合計特殊出生率を示

す）。 
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３．未婚率の推移 

本町の 2015年（平成 27年）から 2020年（令和２年）にかけての未婚率の推移をみると，

男性の 35～39 歳で上昇，女性の 35～39 歳で低下しており，その他の区分では横ばいで推

移しています。また，女性より男性の未婚率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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59歳

60～
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65～
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70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

利根町 18.6% 72.9% 85.8% 82.5% 78.6% 81.8% 82.7% 81.1% 70.7% 58.2% 35.2% 17.4% 6.7% 3.4% 1.8%

茨城県 16.3% 72.0% 84.8% 78.1% 78.2% 81.0% 81.8% 79.9% 74.9% 61.3% 40.5% 25.7% 14.5% 8.0% 2.8%

全国 16.8% 74.2% 86.6% 79.1% 78.1% 80.8% 82.0% 80.2% 75.3% 62.2% 41.3% 26.9% 14.9% 7.8% 2.9%
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女性の年齢階級別労働力率（2020年（令和２年））

４．女性の年齢階級別労働力率 

本町の女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割

合）は 41.3％で，全国平均の 53.5％と比較して低い傾向にあります。 

年齢階級別にみると，30～34歳においては 82.5％と，全国（79.1％）や茨城県（78.1％）

と比べても高くなっています。しかし，全国と同様に 30代女性の労働力率が前後の年代と

比べると低い傾向にあることから，仕事と育児等の両立が進んでいないことが考えられま

す。 

また，55歳以上，特に 65～79歳にかけての女性の労働力率が全国と比べ低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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3.13%

2.51%

1.92%

0.70% 0.57%
0.33%

18.58%
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16.00%

20.00%

全国 茨城県 利根町

管理的職業への従事の状況（2020年（令和２年））

全職業従事者数に占める管理的職業従事者数の割合（男性）（右軸）

全職業従事者数に占める管理的職業従事者数の割合（女性）（右軸）

管理的職業従事者数に占める女性の割合（左軸）

５．女性の管理的職業従事者の割合 

本町の管理的職業従事者に占める女性の割合は 13.43％で，全国平均の 18.58％，茨城県

の 17.57％と比較して，低くなっています。 

また，本町の全職業従事者数に占める管理的職業従事者数の割合は，男女ともに全国・茨

城県と比較して低くなっていますが，特に女性で 0.33％と，全国（0.70％）の半分以下と

なっています。 

これらのことから，女性の管理職登用が進んでいないことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

２．計画の基本目標 

３．計画の体系 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

男女共同参画社会基本法には，男女共同参画社会を実現するための５つの基本理念が掲

げられています。 

 

１．男女の人権の尊重 

２．社会における制度又は慣行についての配慮 

３．政策等の立案及び決定への共同参画 

４．家庭生活における活動と他の活動の両立 

５．国際的協調 

 

そして，本町では男女で社会を支え，家庭・地域をともに担い，責任をもつ，男女共同参

画社会の実現を目指し，第２次計画の基本理念（スローガン）を継承します。 

 

基本理念（スローガン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男女（みんな）の個性が輝き 思いやりでつながるまち とね 
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２．計画の基本目標 

本プランは，基本理念の実現に向けて，プランを推進するための基本的な方向性として，

５つの基本目標を掲げます。 

 

基本目標１ 男女共同参画の意識を広げます 

性別による固定的役割分担意識を解消し，男女が互いの人権

を尊重できる社会をつくるため，男女共同参画に関する意識の

啓発や社会教育の推進を図ります。 

また，次世代を担う子どもたちが，人権を尊重し合う人間関係

を育成できるよう，男女共同参画の視点に立った教育の推進を

図ります。 

 

基本目標２ 困難な状況にある方への支援に男女共同参画の視点から取り組みます 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・ハラ

スメント，児童虐待等，あらゆる暴力や人権侵害を許さない社会

をつくるため，暴力や人権侵害の根絶に向けた意識啓発を行う

とともに，相談体制，被害者に対する支援体制を整えます。 

また，地域課題が多様化するとともに複合化している中で，女

性や脆弱な状況にある人々において負担が一層集中し，困難な

状況に陥っていることが社会問題となっています。こうした困

難な状況を抱える方に対して，相談支援や福祉分野の施策の充

実を通して，適切な支援の提供に努めます。 

 

基本目標３ あらゆる分野において男女共同参画を進めます 

男女がともに，社会のあらゆる分野に参画し，対等に関わり合

い活躍できる社会の実現を目指すために，地域活動，防災・防犯・

交通安全活動へ男女がともに参加する意識の啓発と情報の提供

に努めます。 

また，審議会等への女性の登用を高め，女性の参加を促進する

とともに，行政においても女性の職域拡大や男性の育児休業・介

護休業等の取得を促進し，女性の職場での活躍及び男性の家庭

への参加促進に努めます。 
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基本目標４ 男女がともに健康で健やかに過ごすための取組を進めます 

男女共同参画社会を形成するうえで，男女がともに，生涯を通

じて健康に暮らし，生きがいをもって社会に参加することがで

きるよう，健康保持・増進のための支援や相談体制を強化します。

また，妊娠・出産・子育て期における母子の健康確保に取り組み

ます。 

 

 

 

基本目標５ 男女がともに職場と家庭・地域を両立しながら活躍の場を広げるまちの実現

に取り組みます 

男女がともに，自らの意欲と能力をもって多様な生き方や働

き方が選択できるよう，男女がともに家庭生活における役割を

担うための意識啓発を行うとともに，仕事と子育ての両立を支

援し，ワーク・ライフ・バランスの実現を促進します。 

また，労働に関する法律や制度に関する情報提供や就職・起業

等に関する支援を行うとともに，本町の現状として管理的職業

や農業分野において活躍する女性が少ないこと等を踏まえ，女

性の活躍の場を広げるための取組を進めることで，職場におけ

る男女共同参画の推進を図ります。 

 

 

  



第３章 計画の基本的な考え方 

20 

３．計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 施策 

１ 
男女共同参画の 

意識を広げます 

１－１ 男女共同参画に関する意識啓発の推進 

１－２ 男女平等を推進する学校教育の推進 

１－３ 男女共同参画を支える社会教育の充実 

２ 

困難な状況にある方への

支援に男女共同参画の

視点から取り組みます 

 

 

 

２－１ 暴力根絶に向けた意識づくり 

２－２ 
暴力の被害に対する支援体制 

の整備 

ＤＶ対策 

基本計画 

２－３ 多様化する困難に対する支援体制の整備 

困難女性支援計画 
２－４ こころの健康づくり 

２－５ 困難を抱える方への福祉支援 

３ 
あらゆる分野において 

男女共同参画を進めます 

３－１ 行政分野における男女共同参画の推進 

３－２ 

３－３ 

地域活動における男女共同参画の推進 

防災・防犯・交通安全分野での男女共同参画

の推進 

４ 

男女がともに健康で 

健やかに過ごすための 

取組を進めます 

４－１ 健康保持・増進のための支援 

４－２ 妊娠出産に関する健康支援 

５ 

男女がともに職場と

家庭・地域を両立 

しながら活躍の場を 

広げるまちの実現に 

取り組みます 

 

 

５－１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

５－２ 子育てを担う男女への支援 

５－３ 働くことに関する情報の提供 

５－４ 
農業・商工業・科学技術分野における 

男女共同参画の推進 
女性活躍推進計画 
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第４章 計画の内容 
 

基本目標１ 男女共同参画の意識を広げます 

 

基本目標２ 困難な状況にある方への支援に 

男女共同参画の視点から取り組みます 

基本目標３ あらゆる分野において男女共同参画を 

進めます 

基本目標４ 男女がともに健康で健やかに過ごすための 

取組を進めます 

基本目標５ 男女がともに職場と家庭・地域を両立しながら 

活躍の場を広げるまちの実現に取り組みます 

目標値の設定 
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基本目標１ 男女共同参画の意識を広げます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，「ポジティブ・アクション（積極的改善措置）」「ア

ンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）」「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性

と生殖に関する健康・権利）」「女性支援新法」「第２次利根町男女共同参画推進プラン」

「利根町男女共同参画推進条例」について，「聞いたことがない」が多くなっています。 

また，「男女共同参画社会」「ダイバーシティ（多様性を受容すること）」「女性活躍推

進法」については，「聞いたことはあるが内容は知らない」が多くなっています。 

 

17.3

12.4

4.8

7.9

5.6

4.6

39.7

34.6

18.8

29.0

20.5

14.4

32.7

26.5

25.0

38.7

36.0

43.5

47.4

63.1

76.7

55.8

64.3

66.2

17.5

24.7

33.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ポジティブ・アクション

（積極的改善措置）

アンコンシャス・バイアス

（無意識の思い込み）

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

（性と生殖に関する健康・権利）

女性支援新法

第２次利根町男女共同参画

推進プラン

利根町男女共同参画推進条例

男女共同参画社会

ダイバーシティ

（多様性を受容すること）

女性活躍推進法

男女共同参画に関する用語や法律の認知度

聞いたことがあり内容も知っている 聞いたことはあるが内容は知らない

聞いたことがない 無回答

施策１－１ 

男女共同参画に関する意識啓発の推進 

現状・課題 

○「利根町男女共同参画推進プラン」「利根町男女共同参画推進条例」や，男女共

同参画に関する意識を広げていくことが求められます。 

基本目標１ 男女共同参画の意識を広げます 

「聞いたことがない」 

が多い 

「聞いたことはあるが 

 内容は知らない」 

が多い 
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アンケート調査の結果によると，「男は外で働き，女は家庭を守る」という考え方に

「そう思わない」と回答した割合は，特に男性で低くなっています。 

  
・男女共同参画関連の情報や各種研修会等の情報を積極的に発

信し，男女共同参画に関する意識啓発に努めます。 

・町民の男女共同参画に関する意識とその実態を把握し，施策

に反映させるため，定期的に意識・実態調査を実施します。 

取組名 取組内容 担当課 

男女共同参画に

関する情報の提

供と普及啓発 

男女共同参画に関連する情報や関連法令，国・県等が開

催する各種セミナー等について，広報とね・町公式ホー

ムページ・町公式ＳＮＳ・イベント等で情報提供を行う

ことで，男女共同参画意識の啓発を図ります。 

政策企画課 

図書館活用によ

る男女共同参画

関係図書・資料の

提供 

図書館内の男女共同参画コーナーにて関連の図書やパ

ンフレット，チラシ等を配置して情報を発信します。ま

た，関連ＤＶＤ等を館内で視聴できるよう設置し，男女

共同参画の意識啓発を図ります。 

生涯学習課 

定期的な意識・実

態調査の実施 

５年ごとによる男女共同参画に関する意識・実態調査を

実施します。 
政策企画課 

 

  

40.0

57.1

47.3

68.3

66.0

54.8

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％

18～39歳

男性 40～59歳

60歳以上

18～39歳

女性 40～59歳

60歳以上

「男は外で働き，女は家庭を守る」という考え方に

「そう思わない」と回答した割合

○性別による固定的役割分担意識を解消し，意識の面で男女の地位を平等にする

ために取り組むことが求められます。 

具体的取組 
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43.5 

39.3 

30.2 

24.9 

44.3 

50.5 

20.6 

36.1 

0 0.5 1 1.5

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％

保育や介護サービスの充実など，

仕事と家庭の両立支援

男女平等の視点に立った学校教育の推進

「広報とね」などで，男女平等と相互の

理解や協力についての周知・啓発

就職・再就職や起業等による就職支援

全体 40～59歳女性

男女共同参画社会の実現に向けて力を入れていくべきだと思うこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，男女共同参画社会の実現に向けて町が力を入れて

取り組んでいくべきこととして，「男女平等の視点に立った学校教育の推進」が 39.3％

と２番目に多くなっています。また，40～59歳の女性においては 50.5％と最も多くな

っており，町民からの期待が大きい分野となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小中学校において男女共同参画に関する教育を推進するとと

もに，教職員への意識啓発に努めます。 

取組名 取組内容 担当課 

人権教育の推進 

人権について話し合う学習や人権に関する作品募

集，クラスで人権標語を決定・発表する授業や，福

祉施設との交流授業等，児童生徒の人権感覚や人権

意識を高める学習の機会を提供します。 

指導課 

小中学校における

適切な性に関する

指導の実施 

町内小中学校の保健体育等の授業において，健康や

性に関する正しい知識を学習する機会を提供しま

す。 

指導課 

教職員向け人権教

育研修会の実施 

人権教育指導についての共通理解を深めるととも

に，指導力の向上を目指した研修を実施します。 
指導課 

施策１－２ 

男女平等を推進する学校教育の推進 

現状・課題 ○男女平等の視点に立った学校教育の推進に力を入れて

取り組んでいくことが，町民から求められています。 

具体的取組 

基本目標１ 男女共同参画の意識を広げます 
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190

120

19

3

209

4 0 0

123

0

50

100

150

200

250

2019(R元) 2020(R2) 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5)

社会教育に関する事業参加者数の推移

男女共同参画推進フォーラムや男女共同参画に関する出前講座等の参加者数

人権講演会参加者数

（人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町では，人権問題講演会の開催や，男女共同参画に関する講座を出前講座のメニュ

ーに位置づけるなど，学習機会の確保に努めてきました。 

一方で，近年は新型コロナウイルス感染症の流行により事業を実施していなかった

時期が長く，流行前の水準と比べて活動頻度や参加者数が少なくなっています。 

町民のニーズを踏まえながら，更なる社会教育事業の充実を図ることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画に関する学習機会の充実を図るため，人権に関

する講演会や講座等を実施し，町民の男女共同参画意識の醸

成に努めます。 

取組名 取組内容 担当課 

人権に関する講

演会の実施 

人権に関する幅広い認識を深める機会となるよう，講演

会等を開催し，町民が人権を尊重する意識の醸成を図り

ます。 

福祉課 

男女共同参画に

関する出前講座

の実施 

茨城県と連携して，男女共同参画の意識啓発のための出

前講座を実施します。 
政策企画課 

施策１－３ 

男女共同参画を支える社会教育の充実 

現状・課題 ○コロナ禍で減少した男女共同参画に関する講座等への

参加を増やし，意識醸成に取り組むことが必要です。 

具体的取組 
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基本目標２ 困難な状況にある方への支援に男女共同参画の視点から取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，「ＤＶ防止法」について「聞いたことがあり内容も

知っている」割合は町全体で 63.2％と，一定の周知が図られています。 

一方で，国の第５次男女共同参画基本計画の第５分野「女性に対するあらゆる暴力の

根絶」においては，「暴力の背景には，社会における男女が置かれた状況の違いや根深

い偏見等が存在しており，女性に対する暴力根絶には，社会における男女間の格差是正

及び意識改革が欠かせない」と基本認識されており，意識づくりを通してあらゆる暴力

の根絶に向けて取り組むことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策２－１ 

暴力根絶に向けた意識づくり 

現状・課題 

○「ＤＶ防止法」の内容は一定の周知が図られているものの，一層の浸透が求め

られます。 

基本目標２ 困難な状況にある方への支援に男女共同参画の視点から取り組みます 

聞いたことがあり

内容も知っている, 

63.2%

聞いたことはあるが

内容は知らない, 28.2%

聞いたことがない, 5.7%
無
回
答

「ＤＶ防止法」の認知度
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・重大な人権侵害である家庭内暴力や児童虐待等のあらゆる暴

力を未然に防ぐため，法制度の周知や暴力を許さない意識の

浸透に向けた啓発に努めます。 

取組名 取組内容 担当課 

ド メ ス テ ィ ッ

ク・バイオレン

スの根絶及びス

トーカー防止に

関する啓発 

ドメスティック・バイオレンス（配偶者や恋人等の親

密な関係者間での暴力）やストーカーは犯罪であると

いう意識の浸透を図るため，広報とねや町公式ホーム

ページ等を通じて，啓発活動を行います。 

福祉課 

政策企画課 

セクシュアル・

ハラスメント根

絶に関する啓発 

職場や地域社会等におけるセクシュアル・ハラスメン

トの防止に関する情報を町公式ホームページ等で提

供し，根絶に向けた啓発活動を実施します。 

政策企画課 

児童虐待の防止

等に関する啓発 

子どもの人権や児童虐待防止に向けた啓発を行いま

す。 
子育て支援課 

 

○○ コラム ＤＶの特徴（広報とね※ 令和６年２月号より抜粋） ○○ 

 

 

 

  

具体的取組 

※広報とねのコラム「男女共同参画ってなあに？」にて毎月男女共同参画に関する内容

を連載しています。 
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1.5

0.0

1.4

0.0

1.7

2.1

3.0

0.3

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

0.0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0.0％ 1.0％ 2.0％ 3.0％ 4.0％

町民全体

18～39歳

男性 40～59歳

60歳以上

18～39歳

女性 40～59歳

60歳以上

ＤＶ・ストーカー被害に直面している割合

配偶者や恋人等からの，身体的な暴力行為や精神的な暴力行為（ＤＶ）

ストーカー被害

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，配偶者や恋人等からの，身体的な暴力行為や精神的

な暴力行為（ＤＶ）に直面している割合は 1.5％と根絶には至っておらず，多くが女性

となっています。また，ストーカー被害に直面している割合は 0.3％と全体では低いも

のの，18～39歳の女性に集中しています。 

こうした暴力や，暴力につながる状況に直面する人を支援するための体制整備が求

められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策２－２ 

暴力の被害に対する支援体制の整備 

現状・課題 

○ＤＶに直面している割合は 1.5％で，暴力の根絶に向けた取組と並行して暴力

の被害に対する支援体制を整備することが求められます。 

基本目標２ 困難な状況にある方への支援に男女共同参画の視点から取り組みます 
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アンケート調査の結果によると，配偶者や恋人等のパートナーからの暴力防止や被

害を受けた方を支援するために必要だと思う取組として，「被害者を一時的に保護する

施設（シェルター）を増やす」「相談窓口を増やすなど相談しやすい条件整備をする」

が全体で５割台と多くなっています。また，18～39 歳の女性では「被害者に対する自

立支援（子どもの教育，住宅の確保，就労支援等）を行う」が 58.3％と最も多くなって

います。 

・あらゆる暴力の被害に対して，的確な相談ができるよう情報

の収集に努め，被害者が安心して相談できるよう体制を整え

ます。また，茨城県等の被害者支援ネットワークにつなぐ等，

被害者の安全を最優先に考えた支援に努めます。 

・ドメスティック・バイオレンスの問題を抱えている家庭にお

いては，児童虐待のリスクも高いことから，保健・医療・教

育等の関係機関と連携を図りながら，児童虐待の防止や早期

発見・早期対応を推進します。 

取組名 取組内容 担当課 

ドメスティック・

バイオレンスに

関する相談体制

の強化 

関係課との連携により相談窓口の体制強化を図ると

ともに，問題解決に向けた質の高い相談や情報提供が

できるよう人材育成を図ります。また，被害者情報の

漏えいに留意し，秘密を厳守します。 

福祉課 

政策企画課 

ドメスティック・

バイオレンス被

害者への支援 

茨城県等の関係機関との連携を強化することにより，

緊急的・一時的な保護・支援を行います。また，加害

者に対する被害者等の住民情報の閲覧制限等，被害者

を守るための支援措置を行います。 

福祉課 

住民課 

児童虐待の早期

発見・早期対応 

要保護児童対策地域協議会及び関係機関と連携しな

がら，虐待の未然防止や早期発見・早期対応に努め，

よりよい育児環境づくりを図ります。 

子育て支援課 

  

具体的取組 

○被害者を一時的に保護する施設（シェルター）や相談窓口，自立支援の充実が

求められています。 
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16.0 

9.3 

8.3 

7.2 

0.0％ 5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％

家庭内の不和

（ＤＶ・離婚問題・その他合計）

職場でのハラスメント（セクシュア

ルハラスメント等・その他合計）

育児・家事の過度な負担

生活困窮

直面したことがある困難

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，直面したことがある困難として，「育児・家事の過

度な負担」「生活困窮」「家庭内の不和」「職場でのハラスメント」はいずれも５％を超

えており，これらの近年，社会問題なっている課題に対して，相談窓口に関する周知や

支援体制の充実に努めることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策２－３ 

多様化する困難に対する支援体制の整備 

現状・課題 

○社会課題が多様化する中で，相談窓口に関する周知を行いながら，支援体制の

充実に努めることが求められています。 

基本目標２ 困難な状況にある方への支援に男女共同参画の視点から取り組みます 
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他者に相談

した, 43.6%

他者に相談せずとも，自

力で解決した（相談の必

要がなかった）, 11.0%

他者に相談した

かったが，でき

なかった, 

16.3%

他者に相談

したいと思

わなかった, 

26.7%

無
回
答

困難に直面した時の対応

64.6 

28.5 

28.3 

18.1 

16.3 

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％

相談しても無駄だと

思ったから

自分さえ我慢すれば，

このまま何とかやっていく

ことができると思ったから

誰（どこ）に相談してよい

のかわからなかったから

思い出したくないから

相談相手の言動により，

不快な思いをすると思った

から

他者に相談したかったが，できなかった理由

 

 

アンケート調査の結果によると，困難な状況に直面した時に「他者に相談したかった

が，できなかった」割合は，全体で 16.3％となっています。 

その理由として，「相談しても無駄だと思ったから」が 64.6％，「自分さえ我慢すれ

ば，このまま何とかやっていくことができると思ったから」「誰（どこ）に相談してよ

いのかわからなかったから」が約３割となっており，相談支援に関する情報提供が求め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会課題が多様化し，特に女性において深刻化しやすい家庭

や社会の問題がみられる中で，相談支援を充実させ，人権や

多様性が尊重される町の実現に取り組みます。 

取組名 取組内容 担当課 

無料法律相談の実施 予約制により弁護士による相談を行います。 福祉課 

人権相談の実施 
人権問題等で困っている方を対象に相談窓口を開設

し，人権擁護委員による人権相談を行います。 
住民課 

相談窓口の周知 

茨城県で実施している，家庭の不和や人間関係等の

相談支援及び，ダイバーシティに関する様々な心の

悩みごとの相談支援に関する周知を行います。 

政策企画課 

性の多様性に関する

啓発 

ＬＧＢＴＱ等，性の多様性・ダイバーシティに関する

理解を促進するための情報提供や啓発を行います。 

政策企画課 

福祉課 

外国人への情報提供

の充実 

外国人住民の利便性の向上を目的として，外国語版

町公式ホームページを充実させ，生活や防災情報等

を提供します。 

総務課 

生涯学習課 

国際交流に関する活

動支援 

ボランティア団体の支援等を通じて，地域における

国際交流や文化の相互理解を促進し，外国人住民と

共生する地域づくりを進めます。 

生涯学習課 

○困難な状況への対策として，相談支援に関する情報提供に取り組むことが求め

られます。 

具体的取組 
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アンケート調査（※健康とね２１の策定に向けたアンケート・2024 年（令和６年））

の結果によると，不満・悩み・ストレスなどを感じている割合は，特に女性で高くなっ

ており，男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの視点から，こころの健康づくりや

十分な休養の確保に向けた取組を進めていくことが求められています。 

 
 

また，全国の小中高生の自殺者数（資料：厚生労働省・警察庁「令和５年中における

自殺の状況」）や，不登校児童・生徒数（資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不

登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」）はいずれも増加傾向にあり，学校において

も不安をかかえる児童生徒へのケアに努めていくことが求められています。 

  

68.2

58.4

72.0 70.5

47.8

84.2

66.7

87.8
92.8

85.2

0.0％

20.0％

40.0％

60.0％

80.0％

100.0％

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳

不満・悩み・ストレスなどを感じている割合

男性 女性

施策２－４ 

こころの健康づくり 

現状・課題 

○男女共同参画の視点をもちながら，こころの健康づくりに取り組んでいくこと

が求められています。 

基本目標２ 困難な状況にある方への支援に男女共同参画の視点から取り組みます 
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・不安や悩みに対する相談体制，精神面のケアを充実するとと

もに，啓発活動を行うことで，こころの健康づくりや自殺対

策を推進します。 

取組名 取組内容 担当課 

こころの健康づ

くりの推進 

精神保健相談やこころの健康づくり講演会を実施しま

す。また，自殺予防を目的としたゲートキーパー研修会

の実施やこころの健康づくりカレンダーの作成及びメ

ンタルヘルスチェック「こころの体温計」の活用を推進

します。 

保健福祉 

センター 

児童生徒の教育

相談の実施 

教育相談員やスクールソーシャルワーカーを配置し，不

安や悩みをもつ児童生徒の心のケアを図ります。 
指導課 

 

  

具体的取組 
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16.0 

9.3 

8.3 

7.2 

0.0％ 5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％

家庭内の不和

（ＤＶ・離婚問題・その他合計）

職場でのハラスメント（セクシュア

ルハラスメント等・その他合計）

育児・家事の過度な負担

生活困窮

直面したことがある困難（再掲）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，直面したことがある困難として「育児・家事の過度

な負担」「生活困窮」「家庭内の不和」「職場でのハラスメント」が挙げられていますが，

これらの課題の解決や，被害者の支援にあたっては福祉的な支援が必要になるケース

も多いと考えられます。 

多様化する困難に対して，男女共同参画の視点をもって福祉分野の施策に取り組む

ことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策２－５ 

困難を抱える方への福祉支援 

現状・課題 

○町民が抱える課題が多様化するなかで，男女共同参画の視点をもって福祉分野

の施策に取り組むことが求められています。 

基本目標２ 困難な状況にある方への支援に男女共同参画の視点から取り組みます 
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・高齢福祉，障がい福祉，地域福祉等，困難な状況に対応する

ための福祉分野の施策を，男女共同参画の視点をもって取り

組みます。 

取組名 取組内容 担当課 

障がい者への相

談体制の充実 

障がい者が家庭や地域社会の中で安心して生活できる

よう，窓口や地域活動支援センターにおける相談支援の

ほか，身体障害者相談員や知的障害者相談員等によるピ

アカウンセリングを実施します。また，福祉サービス利

用者全員に利用計画書を作成し，安心して福祉サービス

が受けられる体制を整えます。 

福祉課 

自立と社会参加

を目指す特別支

援教育の推進 

町内小中学校に通う特別な支援を必要とする児童生徒

に対し，サポートを行う特別支援教育支援員を配置する

ことにより，個々の特別な支援を必要とする児童生徒に

応じた適切な教育を実施します。 

指導課 

介護家族への支

援 

介護者の身体的・精神的負担を軽減できるよう「介護者

のつどい」や介護講演会を実施するとともに，徘徊高齢

者家族支援サービスによる支援を行うことで，介護と就

労・家庭生活との両立を図ります。 

福祉課 

生活困窮者の相

談窓口の設置 

生活困窮者が，自立した生活ができるよう利根町社会福

祉協議会に相談窓口を設置し，相談内容に応じた各種支

援につなげます。 

福祉課 

児童扶養手当・ひ

とり親家庭への

支援制度に関す

る情報提供 

ひとり親家庭に対し，経済的負担の軽減を図るため，児

童扶養手当や各種支援制度の周知と活用促進に努めま

す。 

子育て支援課 

要・準要保護児童

生徒就学援助 

経済的な理由により利根町立小中学校での教育費の負

担が困難な保護者に対し補助を行います。 
学校教育課 

ひとり親家庭へ

の医療費の助成 

ひとり親家庭の母子又は父子の方を対象に，所得が基準

額以下の場合に，子が 18 歳になる年度の末日まで（重

度障がいの場合及び高校在学の場合は子が 20 歳になる

年度の末日まで）医療費の一部を助成します。 

保険年金課 

  

具体的取組 
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基本目標３ あらゆる分野において男女共同参画を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の係長相当職以上に占める女性の割合は，35.2％となっており，近隣市町村の中で

は比較的高い水準にあります。 

一方で，管理職における女性の割合や男性公務員の育児休業取得率は，母数が小さい

ものの近隣市町村より低い年も多く，役場における男女共同参画を引き続き進めてい

くことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策３－１ 

行政分野における男女共同参画の推進 

現状・課題 

○役場における男女共同参画に関する指標では低いものもみられ，引き続き誰も

が活躍できる職場づくりに取り組んでいくことが求められます。 

基本目標３ あらゆる分野において男女共同参画を進めます 

資料：内閣府 

地方公共団体における男女共同参画社会の

形成又は女性に関する施策の推進状況 

53.4%

42.2%

35.2%

31.3%

31.0%

30.7%

28.9%

17.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

美浦村

牛久市

利根町

稲敷市

阿見町

龍ケ崎市

河内町

取手市

係長相当職以上に占める女性の割合
（令和５年４月１日時点）
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・附属機関等としての審議会等への女性の参画と女性職員の職

域の拡大を図ります。 

・男女がともに働きやすい職場となるよう職員への男女共同参

画意識の啓発や育児休業・介護休業の取得促進に努めます。 

取組名 取組内容 担当課 

審議会等女性委員の積

極的な登用 

審議会等の政策・方針決定の場へ女性の参加を拡

大するため，各種審議会等における女性委員構成

割合の引き上げを図ります。 

政策企画課 

関係各課 

女性職員の職域の拡大 

性別にかかわらず能力に応じた適正な評価によ

る，管理職への登用を図るほか，技術職等，幅広

い分野へ女性職員を配置します。 

総務課 

職員への男女共同参画

意識啓発 

職員が男女共同参画の視点をもって事業に取り

組めるよう，意識改革を図ります。 
政策企画課 

男性職員の育児休業・

介護休業等取得促進 

全庁的に育児・介護休業等の制度の周知を図ると

ともに，対象となる職員への働きかけを行い，男

性職員の育児・介護休業等の取得を促進します。 

総務課 

職員におけるハラスメ

ント根絶に向けた取組

の実施 

職員に対し，セクシュアル・ハラスメント及びパ

ワー・ハラスメント根絶のための意識啓発を行い

ます。また，相談窓口を設置します。 

総務課 

  

具体的取組 
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31.9
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38.6 
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58.3 

30.9 

23.0 

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％

全体

18～39歳

男性 40～59歳

60歳以上

18～39歳

女性 40～59歳

60歳以上

地域活動に「いずれも参加していない」割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，自治会・趣味やサークル等の地域活動について，「い

ずれも参加していない」と答えた割合は，全体で 31.9％となっているのに対して，18

～39歳の男性で 42.9％，同年代の女性で 58.3％と，若年層で地域活動への参加が少な

くなっています。 

地域活動に参加してみたいと思わない理由について，18～39 歳では「仕事・学業・

家事等が忙しいから」が特に多くなっており，仕事や家庭生活と両立しながら地域活動

に参加しやすくするための取組が求められています。 

 

 

 

 

 

 

  

施策３－２ 

地域活動における男女共同参画の推進 

現状・課題 

○地域活動に参加していない割合は男女ともに若い層で高く，ワーク・ライフ・バ

ランスを確保しつつ地域活動への参加を促進していくことが求められています。 

基本目標３ あらゆる分野において男女共同参画を進めます 
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・地域社会活動に対する理解が深まり，子どもから高齢者まで

幅広い世代の町民が参加できるよう，情報提供や参加を促す

意識啓発に努めます。 

取組名 取組内容 担当課 

住民自治組織に

おける男女共同

参画意識の啓発 

区長会の会議等において意識啓発や研修会等の情報

提供を行い，住民自治組織活動における男女共同参

画意識の醸成を図ります。また，区長等の推薦時に，

女性の区長や班長を推薦していただけるよう啓発を

行います。 

総務課 

大学連携事業に

よる地域の活性

化 

日本ウェルネススポーツ大学の学生や教授等のもつ

専門知識を活用し，地域住民や子どもたちとのスポ

ーツや健康づくり等を通じた交流を図ります。 

政策企画課 

関係各課 

男女共同参画の

視点に立った生

涯学習の推進 

男性・女性それぞれにとって興味をもちやすい内容

の講座の開催や，働く男女が参加しやすい土・日曜

日，夜間における講座の開催，ふれあい楽集バンク事

業の推進等を通して，男女がともに学ぶ機会を提供

します。 

生涯学習課 

男女（みんな）の

参加による美化

活動の推進 

クリーン作戦，霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦等の地域

活動に参加することで，環境美化とともに町民相互

の交流を図ります。 

生活環境課 

地域活動におけ

る固定的役割分

担意識解消の啓

発 

性別による固定的役割分担意識の解消を図り，男女

ともに地域活動への積極的な参加を促進するための

啓発を行います。 

政策企画課 

 

  

具体的取組 
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近年，自然災害による被害の激甚化や地域の防犯・交通安全活動の担い手の減少等の

社会課題が全国的に発生している中で，本町においても安心して暮らせる地域づくり

に向けて男女が協力しながら取り組んでいくことが求められています。 

 

・男女がともに防災・防犯・交通安全活動に参加することで，

安全・安心なまちづくりを推進します。 

・災害時における対応にあたって女性の視点を取り入れ，様々

な人々に配慮した防災体制を整えます。 

取組名 取組内容 担当課 

女性防災士の育成及

び活動の推進 

災害時のきめ細やかな対応や，女性目線での発想等

を，平時や災害時に発揮してもらうためにも，地域

防災リーダーとして期待される女性防災士の育成

に取り組みます。 

防災危機 

管理課 

地域の防災活動への

女性の積極的な参加

促進 

女性や乳幼児にも配慮した避難対策が講じられる

よう，自主防災組織や住民自治組織への女性の積極

的参加促進を図ります。 

防災危機 

管理課 

男女（みんな）の参加

による防犯活動の推

進 

男女がともに能力を活かしながら防犯活動に取り

組めるよう，積極的な町民の参加を促します。 

防災危機 

管理課 

交通安全教育の実施 

交通安全協会，交通指導隊，交通安全母の会，利根

町ネットワーカー協議会が連携し，男女それぞれの

視点から交通安全の啓発を行います。 

防災危機 

管理課 

 

  

施策３－３ 

防災・防犯・交通安全分野での男女共同参画の推進 

現状・課題 ○防災・防犯・交通安全の各分野において，男女がともに力

を発揮し，安心できる環境づくりが求められています。 

具体的取組 

基本目標３ あらゆる分野において男女共同参画を進めます 
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男性

女性

運動の頻度

週２回以上 概ね週１回 月に１～２回

ほとんどしない 不明・無回答 あ

基本目標４ 男女がともに健康で健やかに過ごすための取組を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査（※健康づくりとね２１の策定に向けたアンケート・令和６年）の結

果によると，30 分以上の運動を，概ね週１回以上取り入れている割合は，男女ともに

約５割となっています。 

また，運動を「ほとんどしない」理由としては，「時間がない」が 48.6％と最も多く，

次いで「必要性を感じているがやる気がでない」が 27.0％となっており，無理なく始

められる運動の機会づくりが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女が自らの健康保持のために，積極的に体力向上等の活動

に取り組めるよう支援します。 

取組名 取組内容 担当課 

スポーツ振興と

推進体制の充実 

地域に根ざしたスポーツを推進するため，スポーツ協会やスポー

ツ少年団を支援します。また，地域のスポーツの発展に寄与する

ことを目的に，スポーツ推進委員等に，多様なスポーツの指導者

を委嘱することにより推進体制の一層の充実を図ります。 

生涯学習課 

スポーツイベン

トの開催 

町民の健康増進及び交流機会の提供を目的とした，誰

もが気軽に参加できるスポーツの祭典として町民運動

会を実施します。また，スポーツを通じた健康増進と，

近隣地域とのコミュニケーションを図るためにウオー

キング大会や駅伝大会を実施します。 

生涯学習課 

施策４－１ 

健康保持・増進のための支援 

現状・課題 
○健康づくりの習慣を一層広げていくことが求められて

います。 

具体的取組 

基本目標４ 男女がともに健康で健やかに過ごすための取組を進めます 
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25.8

42.7 

20.2 

5.6 

20.2 

38.2 

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％

マタニティ講座（両親学級）

保健福祉センターの情報（こころの健康

づくりカレンダー等）・育児相談事業

子育て世代包括支援センター

（母子保健型）

家庭教育セミナー事業

利根町出産祝い命名書贈呈事業

母乳育児用品の支給

各事業を利用したことがある保護者の割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査（※第３期利根町子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調

査・2023年度（令和５年度））の結果によると，未就学児保護者のうち「マタニティ講

座」「子育て世代包括支援センター（母子保健型）」を利用したことがある割合はいずれ

も２割台，「保健福祉センターの情報・育児相談事業」を利用したことがある割合は約

４割となっています。 

誰もが切れ目のない支援を受けられるよう，情報提供に取り組むことで利用率を一

層向上させることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「子育て世代包括支援センター（母子保健型）」は，調査実施時点（2023年度（令

和５年度））の名称であり，2024 年度（令和６年度）より「こども家庭センター」

として運営しています。 

  

施策４－２ 

妊娠出産に関する健康支援 

現状・課題 

○母子保健や出産期における健康保持に関する事業について，利用率が低いもの

もみられ，一層の情報提供が求められています。 

基本目標４ 男女がともに健康で健やかに過ごすための取組を進めます 
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・妊娠出産に関する知識の普及や母子・乳幼児の健康管理の向

上を図るための支援に努めます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

母子健康手帳の

交付 

妊娠届出を行った妊婦に対して妊娠・出産・育児まで一

貫して，健康状態等を記録する手帳を交付します。交付

時には全員と面接を行い，妊娠中から今後の生活につい

ての相談や必要なサービスの紹介をします。 

子育て支援課 

妊産婦への医療

費の助成 

妊産婦の方を対象に，妊娠届出をした（母子手帳交付を

受けた）月の属する初日から，出産の翌月末まで，所得

制限を設けず，すべての医療機関等の医療費の一部を助

成します。 

保険年金課 

妊産婦健康診査

及び妊産婦保健

指導の実施 

女性のからだに多くの変化を伴う妊娠出産の経過を不

安なく過ごせるよう，妊娠中に必要な健康診査の費用を

一部助成し妊産婦健康診査の受診を促します。また，妊

産婦やその家族に対し，妊娠出産の悩みについて相談に

応じたり，保健指導，家庭訪問等を行います。支援が必

要な人には同意を得て関係課や医療機関と連携をとり

支援を開始します。 

子育て支援課 

マタニティスク

ール（両親学級）

の実施 

妊産婦やその夫・家族に対して妊娠・出産・育児につい

ての知識の普及や実技体験を通して，親になるための準

備をする機会を提供します。また，父親の育児参加や参

加者同士の仲間づくりを促します。 

子育て支援課 

新生児訪問の実

施 

新生児とその親に対して，成長・発達の確認や育児等に

ついて訪問指導を行います。 
子育て支援課 

乳幼児健康診査・

乳幼児訪問指導

の実施 

乳幼児期の総合的な健康診査を実施します。また，乳幼

児やその親を対象に訪問指導を行います。 
子育て支援課 

こども家庭セン

ターの運営 

母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営を行うた

めに，こども家庭センターにおいて，妊娠期から子ども

の社会的自立に至るまで，切れ目のない支援を行いま

す。 

子育て支援課 

不育症治療費の

助成 

不育症検査や治療を受けた夫婦に費用の一部助成を行

います。 
子育て支援課 

  

具体的取組 
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65.3

55.0

34.3

32.3

64.7

51.4

52.1

28.1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％

夫婦や家族の間で，家事等の役割分担に

ついてのコミュニケーションを促進すること

男女ともに家事等の役割分担の重要性

（必要性）を意識し，実践すること

周りの人の意識や，社会通念，慣習，しきたり

の上で，家事等を男女がともに分担する考え方

へ改めること（分担する意識をもつこと）

仕事以外の時間をもてるよう，労働時間の

短縮や休暇の取得などを促進すること

家庭で男女がともに役割を分担しながら

生活していくために必要なこと

男性 女性

基本目標５ 男女がともに職場と家庭・地域を両立しながら活躍の場を広げるまちの実

現に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，家庭で男女がともに役割を分担しながら生活して

いくために必要なこととして，「夫婦や家族の間で，家事等の役割分担についてのコミ

ュニケーションを促進すること」「男女ともに家事等の役割分担の重要性を意識し，実

践すること」が男女ともに多くなっています。 

また，「仕事以外の時間をもてるよう，労働時間の短縮や休暇の取得などを促進する

こと」では女性より男性で 4.2 ポイント多く，「周りの人の意識や，社会通念，慣習，

しきたりの上で，家事等を男女がともに分担する考え方へ改めること」では男性より女

性で 17.8ポイント多くなっており，男女で割合に差がみられる項目もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策５－１ 

ワーク・ライフ・バランスの推進 

現状・課題 

○家庭で男女がともに役割を分担しながら生活していくために，コミュニケーシ

ョンの促進とともに，社会全体における意識醸成が求められます。 

基本目標５ 男女がともに職場と家庭・地域を両立しながら活躍の場を広げるまちの実現に取り組みます 
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3.3%

5.2%

6.8%

19.1%

20.5%

10.6%

56.7％

44.8％

70.9％

42.6％

43.6％

79.8％

40.0％

50.0％

22.2％

38.3％

35.9％

9.6％

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

理想に比べて，現実では「家庭生活」又は「地域・個人の生活」優先になっている

理想と現実が一致している

理想に比べて，現実では「仕事」優先になっている

31.9

42.9 

38.6 

21.2 

58.3 

30.9 

23.0 

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％

全体

18～39歳

男性 40～59歳

60歳以上

18～39歳

女性 40～59歳

60歳以上

地域活動に「いずれも参加していない」割合

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，「仕事」と，「家庭又は地域・個人の生活」のバラン

スについて，現在の状況と理想が一致している割合は，39歳以下の女性と，40～59歳

の男女では，４割台にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・町民がやりがいや充実感をもって働き，健康的でゆとりのあ

る生活を送るためには，仕事と生活の調和が必要なこと，ま

た，仕事と生活の調和を実現するための，仕事優先の働き方

の見直しや男性が家事や子育て等へ積極的に参加することへ

の必要性について，意識啓発に努めます。 

取組名 取組内容 担当課 

ワーク・ライフ・

バランスの推進 

広報とねや町公式ホームページ等を通じて，ワーク・

ライフ・バランスについての考え方や，国や地方自治

体，企業等の取組を紹介し，啓発活動を行います。 

政策企画課 

育児・介護休業制

度の周知 

町民・事業者に対し，育児・介護休業制度を周知し，取

得の促進を図ります。 
政策企画課 

家庭生活におけ

る固定的役割分

担意識解消の啓

発 

性別による固定的役割分担意識の解消を図り，男女と

もに家庭生活への積極的な参加を促進するための啓発

を行います。 

政策企画課 

  

○「仕事」と，「家庭又は地域・個人の生活」のバランスについて，現在の状況と

理想を比べると，今後，「家庭又は地域・個人の生活」をさらに優先したいとい

う回答が多くなっています。 

具体的取組 
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39.3 

30.2 

24.9 

49.9 

42.7 

16.5 
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保育や介護サービスの充実など，

仕事と家庭の両立支援

男女平等の視点に立った学校教育の推進

「広報とね」などで，男女平等と相互の

理解や協力についての周知・啓発

就職・再就職や起業等による就職支援

全体 高校生以下の子どもがいる共働き世帯

男女共同参画社会の実現に向けて力を入れていくべきだと思うこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の結果によると，男女共同参画社会の実現に向けて，今後，町が特に

力を入れていくべきこととして，高校生以下の子どもがいる共働き世帯では，「保育や

介護サービスの充実など，仕事と家庭の両立支援」が 49.9％と最も多くなっています。 

男女共同参画社会の実現に向けて，子育て世帯のニーズに応えた支援体制の充実が

求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子育て家庭を対象に，子育てに関する相談や情報交換等の交

流の場を提供する等，総合的な支援に努めます。 

・仕事と子育ての両立を支援するため，子どもが安全に健やか

に育つ環境整備を行い，保育サービスの充実を図ります。 

  

施策５－２ 

子育てを担う男女への支援 

現状・課題 

○男女共同参画社会の実現に向けて，子育て世帯のニーズに応えた支援が求めら

れます。 

具体的取組 

基本目標５ 男女がともに職場と家庭・地域を両立しながら活躍の場を広げるまちの実現に取り組みます 
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取組名 取組内容 担当課 

子育て支援情報

の周知 

子育て関連の情報を町公式ホームページにおいて一元

的に提供します。また，年度ごとに子育て支援制度の情

報に特化したガイドブックの作成・配布を行います。 

子育て支援課 

関係各課 

育児相談の実施 

乳幼児とその親を対象として子育ての相談を行います。

また，親同士の情報交換や交流の場を提供します。（育

児相談・わいわいサロン・４～５ヶ月児相談・７～８ヶ

月児相談等） 

子育て支援課 

親子発達相談の

実施 

未就学児を対象として，心身の発達に遅れがある子ども

の成長を促すため，個別の療育指導を行います。 
子育て支援課 

ブックスタート

事業の推進 

乳幼児期から絵本に親しむことにより豊かな心を育む

とともに，親子のコミュニケーションを図ります。４～

５ヶ月児相談の際に絵本の読み聞かせとファーストブ

ックを贈ります。 

生涯学習課 

とね子育て支援

センターの運営 

とね子育て支援センター（文間保育園内）にて子育て家

庭を対象に，交流の場の提供や育児相談，子育てサーク

ルの育成支援等を行います。 

子育て支援課 

家庭教育セミナ

ーの実施 

小中学校児童生徒の保護者を対象に家庭教育セミナー

を開設し，講話・移動学習・栄養学習・健康体操等を実

施します。 

生涯学習課 

ふれあい体験教

室の開催 

親子での体験活動を通して絆を深めるとともに，家庭に

おける教育力を高めるための支援をします。また，参加

者間における交流，情報交換の機会を提供します。 

生涯学習課 

わくわく体験教

室の開催 

自主性，協調性をもった子どもを育てることを目的とし

て，自然体験活動の機会を提供します。 
生涯学習課 

子どもへの医療

費の助成 

出生の日から高校生相当年齢（18 歳になる年度の末日

まで）の子どもに対し，所得制限を設けず，医療費をす

べて助成します。 

保険年金課 

子育て短期支援

事業の推進 

保護者の病気等の理由により，家庭においての養育を受

けることが一時的に困難となった児童を，一定期間養育

又は保護を行います。 

子育て支援課 

多様な保育事業

の充実 

子育て中の保護者が安心して働けるよう，低年齢児，障

がい児保育，延長保育，一時預かり，病児保育等の，保

護者の就労形態の多様化に対応した多様な保育事業の

充実を図ります。 

子育て支援課 

児童クラブの推進 

就労等により，昼間保護者が家庭にいない小学校の児童

を対象に，専用施設や学校の空き教室等で放課後児童支

援員を配置して適切な遊びや生活の場を提供します。 

子育て支援課 

  



第４章 計画の内容 

48 

聞いたことがあり

内容も知っている, 

18.8%

聞いたことはあるが

内容は知らない, 43.5%

聞いたことがない, 33.6%

無
回
答

「女性活躍推進法」の認知度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の実現に向けては，就職にあたっての支援だけでなく，就職した後

も性別にかかわらず個性や能力を発揮し，安心して働き続けられる環境づくりが不可

欠です。 

アンケート調査の結果によると，こうした環境づくりを進めるための法律である「女

性活躍推進法」を内容まで知っている割合は 18.8％となっています。 

また，男女共同参画社会の実現に向けて，今後，町が特に力を入れていくこととして，

「就職・再就職や起業等による就職支援」は，18～39歳・40～59歳の男女別各区分で

３～４割程度となっており，各区分において第２位から第４位と，ニーズが比較的高い

分野となっています。 

あわせて，国勢調査によると，利根町においては管理的職業に就く女性が少ない傾向

にあます。 

これらを踏まえて，男女が職業生活において一層活躍の場を広げるために，就職に関

することやスキルアップ（職業能力開発等）に関する情報提供に取り組むことが求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策５－３ 

働くことに関する情報の提供 

現状・課題 

○職場における男女共同参画の実現に向けて，意識啓発や情報提供等に取り組ん

でいくことが求められています。 

基本目標５ 男女がともに職場と家庭・地域を両立しながら活躍の場を広げるまちの実現に取り組みます 
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・労働に関する法律や制度等の周知啓発に努め，職場における

性別による固定的役割分担意識を改善するための啓発を行う

とともに，就職・再就職や起業，スキルアップ等に向けた情

報提供に取り組みます。 

取組名 取組内容 担当課 

男女共同参画や労

働に関する制度・法

令の町民への周知 

広報とねや町公式ホームページ等を通じて，男女雇用

機会均等法やパートタイム労働法，女性活躍推進法等

の法令について，情報提供を行います。 

政策企画課 

就労に関する法律・

制度の周知 

男女雇用機会均等法やパートタイム労働法，女性活躍

推進法等，事業者に向けて，男女が働くことと密接に

関わる法律や制度の周知を図ります。 

まち未来 

創造課 

就職・再就職に関す

る情報の提供 

ハローワーク等と連携し，就職・再就職のための情報

を提供します。 

まち未来 

創造課 

女性の再就職・起業

に関する研修・講座

情報の提供 

茨城県等が主催する再就職や起業に関する講座・研修

等の情報提供を行い，参加促進を図ります。 

まち未来 

創造課 

スキルアップを目

指す人のための講

座・セミナーの周知 

茨城県等が主催する職業能力開発や技能向上に関す

る講座・研修会等の情報提供を行い，参加促進を図り

ます。 

まち未来 

創造課 

就職相談から職業

紹介までのワンス

トップサービスに

関する情報の提供 

茨城県で開設した，いばらき就職・生活総合支援セン

ターにおいて，若者や女性，中高年齢者等の就職希望

者に対し，就職相談から職業紹介までのサービスをワ

ンストップで実施している情報の提供を行います。 

まち未来 

創造課 

  

具体的取組 
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48.3

59.7

59.4

64.7

69.1

68.9

31.0

33.3

33.6

23.5

27.2

27.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

18～39歳

男性 40～59歳

60歳以上

18～39歳

女性 40～59歳

60歳以上

女性が理工系分野に進む機会をつくることは，

今後の産業発展のためにも必要だと思うか

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の基幹的農業従事者数 289人のうち女性は 39.1％（113人）となっていますが，

65歳未満に限ってみると，52人のうち女性は 34.6％（18人）と，やや低くなっていま

す（農林業センサス・2020 年（令和２年））。本町の農業を持続可能なものとするため

には，女性を含めた若い世代にとって農業を魅力的なものにすることが求められます。 

また，アンケート調査の結果によると，「女性が理工系分野に進む機会をつくること

は，今後の産業発展のためにも必要だと思う」という意見に，「そう思う」「どちらかと

いえばそう思う」と答えた割合の合計は，性年代別のすべての区分で７割以上となって

います。 

幅広い分野において男女が協力しながら活躍できるよう，女性の活躍の場を広げる

ことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「わからない」「不明・無回答」を除いて集計  

施策５－４ 

農業・商工業・科学技術分野における男女共同参画の推進 

現状・課題 

○女性の活躍の場を広げるために，農業・商工業・科学技術分野における男女共

同参画の推進が求められます。 

基本目標５ 男女がともに職場と家庭・地域を両立しながら活躍の場を広げるまちの実現に取り組みます 
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・本町の農業・商工業の状況や，科学技術分野における女性の

一層の活躍に向けたニーズを踏まえながら，女性が活躍の場

を広げられるよう，各分野における男女共同参画の推進を図

ります。 

取組名 取組内容 担当課 

女性農業者への支

援 

女性農業者が農業で活躍している情報を提供し，働き

やすい環境づくりのための研修会等の周知啓発を図

ります。 

農業政策課 

家族経営協定の周

知・締結に向けた支

援 

家族経営協定を推進し，家庭での就業環境を見直して

もらうことで，男女共同参画に対する意識の醸成を図

ります。 

また，商工業分野においては，本町には家族経営の自

営業者が多いことから，家族みんなが意欲とやり甲斐

をもって経営に参加できる職場環境づくりへの周知

啓発を図ります。 

農業政策課 

まち未来 

創造課 

理工系分野への女

性活躍の推進に関

する啓発 

女性の少ない理工系分野への興味・関心を促進し，進

路選択の幅が広がるよう，広報とねや町公式ホームペ

ージ等を通じて，啓発活動を行います。 

政策企画課 

 

 

  

具体的取組 
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目標値の設定 

本プランの推進にあたって，下記のとおり目標値を設定します。 

施策 指標 
現状値 

(2024年度) 

目標値 

(2029年度) 

プラン

全体 

社会全体で男女の地位が平等になっていると思

う町民の割合 
13.1％ 30.0％ 

1-1 

男女共同参画社会という言葉を聞いたことがあ

り，言葉の内容まで知っている町民の割合 
39.7％ 50.0％ 

「男は外で働き，女は家庭を守る」という考え

方に「そう思わない」と回答した町民の割合 
54.6％ 65.0％ 

1-2 
児童生徒の人権感覚や人権意識を高めることを

目的とした人権教育の実施回数 

６回 

（2023 年度） 
10 回 

1-3 男女共同参画に関する講座等の参加者数 
123 人 

（2023 年度） 
160 人 

2-1 
「ＤＶ防止法」という言葉を聞いたことがあり，

言葉の内容まで知っている町民の割合 
63.2％ 70.0％ 

2-3 
困難な状況に直面した時に，「相談したかった

が，できなかった」割合 
16.3％ 10.0％ 

3-1 

審議会等への女性委員の登用割合 
28.2％ 

（2023 年度） 
35.0％ 

町職員の係長相当職以上に占める女性の割合 
33.7％ 

（2023 年度） 
40.0％ 

男性職員の育児休業取得率 
66.7％ 

（2023 年度） 
70.0％ 

3-2 
自治会などの地域社会において男女が平等だと 

思う人の割合 
21.4％ 30.0％ 

5-1 

ワーク・ライフ・バランスという言葉を聞いた

ことがあり，言葉の内容まで知っている町民の

割合 

45.2％ 55.0％ 

「仕事」と，「家庭又は地域・個人の生活」のバ

ランスについて，現在の状況と理想が一致して

いる割合 

48.2％ 60.0％ 

5-3 
女性活躍推進法という言葉を聞いたことがあ

り，言葉の内容まで知っている町民の割合 
18.8％ 25.0％ 
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第５章 推進体制 

１．計画を推進する意識 

２．総合的な推進体制 

３．進行管理の確認 
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第５章 推進体制 

１．計画を推進する意識 

男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するために，すべての

町職員が男女共同参画を推進する意識をもち，あらゆる施策でその視点を取り入れていく

ことが重要です。 

また，町民の参加や意見は，取組を進めるうえで大きな力となることから，町民に対し男

女共同参画に対する理解を促し，意見を広く収集することにより，あらゆる施策に反映させ

計画を推進します。 

 

２．総合的な推進体制 

男女共同参画の推進に向けた，関係課の連携や進捗管理を進めるために，「利根町男女共

同参画推進本部」及び，その下部組織としてワーキングチームを開催します。 

また，町民と協働して施策を推進していくために，利根町男女共同参画推進条例第 19条

に基づく「利根町男女共同参画推進委員会」を開催し，町民参加による計画策定や各施策に

関する協議を行います。 

さらに，町単独で行うことが困難な広域的・専門的な取組については，国や県に指導や助

言，協力を仰ぎながら，連携して施策を推進します。 

 

３．進行管理の確認 

利根町男女共同参画推進条例第 18条に基づき，毎年度，計画に基づく施策の実施状況を

明らかにする報告書を作成し，推進委員会において調査審議したうえで，報告書は広く町民

に公表します。 
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①第３次利根町男女共同参画推進プラン策定の経過 

年 月日 内容 

2024
年
（
令
和
６
年
） 

６月25日 

令和６年度第１回利根町男女共同参画推進ワーキングチーム 

・令和６年度利根町男女共同参画推進事業計画について 

・第２次利根町男女共同参画推進プラン年次報告等について 

・第２次利根町男女共同参画推進プラン見直しについて 

７月３日 

令和６年度第１回利根町男女共同参画推進本部 

・第２次利根町男女共同参画推進プラン年次報告等について 

・第２次利根町男女共同参画推進プラン見直しについて 

７月17日 
令和６年度第２回利根町男女共同参画推進ワーキングチーム（書面開催） 

・男女共同参画社会住民アンケート調査票（案）について 

８月１日 

令和６年度第２回利根町男女共同参画推進本部 

・第３次利根町男女共同参画推進プランの策定について 

・男女共同参画社会住民アンケート調査票（案）について 

８月７日 

令和６年度第１回利根町男女共同参画推進委員会 

・令和６年度利根町男女共同参画推進委員会事業計画について 

・第２次利根町男女共同参画推進プラン年次報告等について 

・第２次利根町男女共同参画推進プラン見直しについて 

・第３次利根町男女共同参画推進プラン策定について 

・男女共同参画社会住民アンケート調査票（案）について 

・令和６年度男女共同参画啓発イベントについて 

９月～10月 男女共同参画社会住民アンケート調査の実施 

10 月９日 
令和６年度第２回利根町男女共同参画推進委員会 

・令和６年度男女共同参画啓発イベントについて 

11 月６日 

令和６年度第３回利根町男女共同参画推進本部 

・男女共同参画社会住民アンケート調査結果及び第３次利根町男女共同参画推

進プランの策定について 

11月27日 
令和６年度第３回利根町男女共同参画推進ワーキングチーム（書面開催） 

・第３次利根町男女共同参画推進プラン策定に係る議事について 

12 月３日 

令和６年度第４回利根町男女共同参画推進本部 

・第３次利根町男女共同参画推進プラン（素案）について 

・パブリックコメントについて 

12月18日 

令和６年度第３回利根町男女共同参画推進委員会 

・男女共同参画社会住民アンケート調査結果及び第３次利根町男女共同参画推

進プラン（素案）について 

・パブリックコメントについて 
 12月26日 

～１月24日 

「第３次利根町男女共同参画推進プラン（2025～2029）（素案）」に係るパブリッ

クコメントの実施  

2025
年
（
令
和
７
年
） 

２月３日 

令和６年度第４回利根町男女共同参画推進ワーキングチーム 

・パブリックコメントの実施結果について 

・第３次利根町男女共同参画推進プラン 確定案について 

２月５日 

令和６年度第５回利根町男女共同参画推進本部 

・パブリックコメントの実施結果について 

・第３次利根町男女共同参画推進プラン 確定案について 

２月 26 日 

令和６年度第４回利根町男女共同参画推進委員会 

・パブリックコメントの実施結果について 

・第３次利根町男女共同参画推進プラン（確定案）及び概要版について 

・令和６年度利根町男女共同参画啓発イベント（11/3）の報告 

・令和６年度利根町男女共同参画推進委員会事業報告について 
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②男女共同参画社会住民アンケート調査結果 

 

１．調査概要 

対 象 者  利根町在住の満 18歳以上の男女 2,000人 

抽出方法  性・年代別の６区分での層化抽出法を用いて抽出 

調査方法  郵送による配布，回答は郵送もしくはインターネット 

調査期間  2024年（令和６年）９月 11日から９月 26日まで 

   （ＷＥＢは 10月 10日まで延長） 

 

２．回収結果 

   標 本 数 2,000票 

回答者数 547票 

回 収 率 27.4％ 

 

３．集計結果 

※抽出方法を性・年代別の区分に基づく層化抽出法によって行ったため，Ｆ１・Ｆ２以外の

集計結果については，町の実際の性・年代別人口比をもとに補正を行ったウェイトバック

集計値を掲載します。 

 

F１．あなたの性別は。（○は１つ）  

№ カテゴリ (全体)% 

1 男性 45.9 

2 女性 53.4 

3 回答しない 0.4 
 無回答 0.4 

   

F２．あなたの年齢は。（○は１つ）  

№ カテゴリ (全体)% 

1 20歳未満 1.1 

2 20～29歳 6.6 

3 30～39歳 9.7 

4 40～49歳 11.9 

5 50～59歳 18.8 

6 60～69歳 16.1 

7 70歳以上 35.6 
 無回答 0.2 
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F３．あなたの職業は。（主たる職業１つだけに○）  

№ カテゴリ (全体)% 

1 会社員・公務員・団体職員 34.1 

2 自営業 7.4 

3 アルバイト・パート 15.3 

4 農業・林業・漁業 2.1 

5 家事従事者 11.0 

6 無職 23.5 

7 学生 3.2 

8 その他 2.7 
 無回答 0.9 

   

F４．あなたは，現在結婚していますか。  

№ カテゴリ (全体)% 

1 結婚している 64.9 

2 結婚していないが，パートナーと暮らしている 1.7 

3 結婚していた（離別・死別など） 10.6 

4 結婚したことがない 22.4 
 無回答 0.4 
   

F５．あなたと配偶者又はパートナーの仕事の状況は次のうちどちらですか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 共働き 42.6 

2 どちらかが働いている 25.6 

3 ２人とも無職 31.5 
 無回答 0.3 
   

F６．あなたにはお子さんはいますか。お子さんの年齢に関係なくお答えください 

№ カテゴリ (全体)% 

1 子ども（息子，娘）がいる（同居していない場合を含む） 68.6 

2 子ども（息子，娘）はいない 23.3 
 無回答 8.1 
   

F７．一番下のお子さんは次のどれに該当しますか。  

№ カテゴリ (全体)% 

1 乳幼児（3歳未満） 2.8 

2 未就学児（3歳以上小学校入学前） 4.8 

3 小学生 7.9 

4 中学生 4.0 

5 高校生（その年齢にあたる方を含む） 5.3 

6 １９歳以上 70.1 
 無回答 5.2 
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F８.あなたのご家庭に，介護や看護を必要とする高齢者・病人・障がい者（児）はいますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 いる 16.1 

2 いない 81.7 
 無回答 2.3 
   

問１．あなたの家庭では，次にあげる項目において，主に誰が分担していますか。  

№ カテゴリ 

①食事の支

度・あとかた

づけ 

②掃除・洗

濯 

③家の補

修・日曜大

工・力仕事 

④子育て ⑤家族の看

護・介護 

(全体)% 

1 主に男性 4.5 4.4 56.1 1.0 1.8 

2 共同して分担 24.7 28.9 19.6 18.8 12.5 

3 主に女性 61.8 57.8 6.4 24.1 17.7 

4 あてはまらない 6.5 6.5 15.1 51.9 63.8 
 無回答 2.4 2.4 2.8 4.2 4.2 

№ カテゴリ 

⑥学校行事

等への参加 

⑦地域のつ

きあい 

⑧家計の管

理 

⑨家庭にお

ける全体的

な決定権 

 

(全体)% 

1 主に男性 1.7 16.4 13.9 23.8 

2 共同して分担 12.4 38.9 26.8 48.2 

3 主に女性 22.1 27.0 48.0 16.9 

4 あてはまらない 59.7 14.9 8.7 8.2 
 無回答 4.1 2.8 2.6 2.8 
   

問２．あなたの理想として，次にあげる項目において，主に誰が行うのが良いと思いますか。  

№ カテゴリ 

①食事の支

度・あとかた

づけ 

②掃除・洗

濯 

③家の補

修・日曜大

工・力仕事 

④子育て ⑤家族の看

護・介護 

(全体)% 

1 主に男性 1.2 1.0 49.5 0.2 0.8 

2 共同して分担 73.4 72.6 36.4 57.5 57.4 

3 主に女性 16.8 17.2 1.1 5.3 4.0 

4 あてはまらない 5.6 5.9 10.1 32.9 34.2 
 無回答 3.1 3.2 2.9 4.1 3.6 

№ カテゴリ 

⑥学校行事

等への参加 

⑦地域のつ

きあい 

⑧家計の管

理 

⑨家庭にお

ける全体的

な決定権 

 

(全体)% 

1 主に男性 0.7 4.5 5.2 10.5 

2 共同して分担 50.8 76.8 61.0 72.1 

3 主に女性 7.2 6.3 23.6 8.3 

4 あてはまらない 37.2 8.8 6.7 5.6 
 無回答 4.1 3.6 3.5 3.6 
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問３．あなたは，家庭での役割分担に満足していますか。  

№ カテゴリ (全体)% 

1 満足している 30.4 

2 どちらかといえば満足している 37.7 

3 どちらかといえば不満である 12.3 

4 不満である 4.0 

5 わからない 11.3 
 無回答 4.4 
   

問４．今後，家庭で男女がともに役割を分担しながら生活していくためには，特にどのようなことが必要だと思います

か。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 夫婦や家族の間で，家事等の役割分担についてのコミュニケーションを促進すること 64.7 

2 仕事以外の時間を持てるよう，労働時間の短縮や休暇の取得などを促進すること 31.6 

3 仕事との両立などの問題について，相談しやすい窓口を設けること 6.9 

4 研修等により，男女ともに家事等の技能を高めること 12.0 

5 男女ともに，家事等をともに行う仲間づくりをすすめること 25.1 

6 男女ともに家事等の役割分担の重要性（必要性）を意識し，実践すること 51.6 

7 
周りの人の意識や，社会通念，慣習，しきたりの上で，家事等を男女がともに分担する

考え方へ改めること（分担する意識を持つこと） 
43.0 

8 その他 2.6 
 無回答 4.9 
   

問５．あなたは，過去３年間に次のような活動に参加したことがありますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 自治会等の地域活動 49.1 

2 各種女性団体の活動 3.0 

3 保育園等の保護者会，学校のＰＴＡ活動 14.4 

4 子ども会やスポーツ少年団等の指導や世話 6.7 

5 趣味やサークル等の活動 27.5 

6 ボランティア・ＮＰＯ等の社会活動 11.6 

7 審議会・委員会などの政策決定に関わる活動 4.0 

8 その他の活動 6.5 

9 いずれも参加していない 31.9 
 無回答 2.6 
   

問６．あなたは，次のような活動に今後参加してみたいですか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 自治会等の地域活動 21.9 

2 各種女性団体の活動 4.8 

3 保育園等の保護者会，学校のＰＴＡ活動 2.8 

4 子ども会やスポーツ少年団等の指導や世話 4.1 

5 趣味やサークル等の活動 40.8 

6 ボランティア・ＮＰＯ等の社会活動 21.0 

7 審議会・委員会などの政策決定に関わる活動 6.9 

8 その他の活動 4.2 

9 参加してみたいと思わない 37.5 
 無回答 4.2 

問７．活動に参加してみたいと思わない主な理由は何ですか。 
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№ カテゴリ (全体)% 

1 仕事・学業・家事等が忙しいから 39.2 

2 経済的な余裕がないから 9.8 

3 家族の理解や協力が得られないから 0.0 

4 健康上の理由から 11.0 

5 参加方法などの情報が得られないから 3.2 

6 興味のある活動がないから 30.2 

7 面倒くさいから 34.9 

8 その他 8.8 

9 特に理由はない 20.8 
 無回答 0.0 
   

問８．あなたの「仕事」，家事・育児・介護などの「家庭生活」，地域活動・学習・趣味・付き合いなどの「地域・個人

の生活」の現在の状況は，次のうちどれにあたりますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 「仕事」に専念している 12.3 

2 「仕事」を優先し，「家庭生活」又は「地域・個人の生活」にも携わっている 18.8 

3 「仕事」と「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を両立している 18.1 

4 「仕事」にも携わりつつ，「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を優先している 10.0 

5 「家庭生活」又は「地域・個人の生活」に専念している 26.6 

6 わからない 12.1 
 無回答 2.1 
   

問９．あなたは，「仕事」，「家庭生活」，「地域・個人の生活」について，本来どうしたいと思っていますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 「仕事」に専念したい 5.2 

2 「仕事」を優先しつつ，「家庭生活」又は「地域・個人の生活」にも携わりたい 15.5 

3 「仕事」と「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を両立したい 21.0 

4 「仕事」にも携わりつつ，「家庭生活」又は「地域・個人の生活」を優先したい 17.0 

5 「家庭生活」又は「地域・個人の生活」に専念したい 24.2 

6 わからない 14.7 
 無回答 2.3 
   

問９と問 10の比較による集計  

№ カテゴリ (全体)% 

1 理想に比べて，現実では「家庭生活」又は「地域・個人の生活」優先になっている 8.2 

2 理想と現実が一致している 48.2 

3 理想に比べて，現実では「仕事」優先になっている 24.0 

4 「わからない」を含む回答 17.2 
 無回答 2.5 
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問１０．あなたは，一般的に結婚し子どもを持つ女性の生き方について，どれが望ましいと思いますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 仕事を持たないほうがよい 1.6 

2 結婚するまでは，仕事を続けるほうがよい 1.9 

3 子どもができるまでは，仕事を続けるほうがよい 6.1 

4 子どもができても，ずっと仕事を続けるほうがよい 46.9 

5 子どもができたら仕事をやめて，子どもが成長したら再就職するほうがよい 28.6 

6 その他 12.8 
 無回答 2.1 
   

問１１．あなたの職場において，男女の地位にどのような差があると思いますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 募集や採用の面で男女差がある 14.2 

2 賃金や昇給の面で男女差がある 15.8 

3 昇進や昇格の面で男女差がある 16.3 

4 女性の仕事は補助的業務や雑用が多い 12.8 

5 職場での研修や教育の機会に男女差がある 4.9 

6 女性の場合，結婚や出産を機に退職せざるをえないような雰囲気や慣習がある 11.2 

7 男性の場合，育児休業や介護休業を取得しづらい雰囲気がある 21.8 

8 その他 5.6 

9 特にない 46.7 
 無回答 4.5 
   

問１２．あなたの職場は，育児休業を取りやすい環境ですか。 

問１３．あなたの職場は，介護休業を取りやすい環境ですか。 

№ カテゴリ 
育児休業 介護休業 

(全体)% 

1 取りやすい 25.4 17.8 

2 どちらかといえば取りやすい 22.1 19.1 

3 どちらかといえば取りにくい 9.7 9.7 

4 取りにくい 7.4 9.5 

5 どちらともいえない 6.6 9.6 

6 利用できる制度がない 6.8 8.7 

7 わからない 16.7 20.0 
 無回答 5.3 5.6 
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問１４．育児休業や介護休業をさらに取りやすく・使いやすくするためには，どのようなことが必要だと思いますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 会社や，上司・同僚の理解 63.1 

2 休業中の経済的支援 54.6 

3 十分な期間，休業できる制度 36.4 

4 休業取得者の代わりとなる人材の補充 50.4 

5 休業後，復帰した際に働きやすい職場環境の整備 37.9 

6 休業後，復帰しやすい子育てや介護サービスの充実 30.2 

7 休業制度についての，行政機関による普及啓発 21.9 

8 その他 3.2 

9 わからない 6.7 
 無回答 3.3 
   

問１５．あなたは，政治・経済・地域などの領域で女性のリーダーを増やすときに障害となるものは何だと思います

か。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 現時点では，必要な知識や経験などを持つ女性が少ないこと 17.9 

2 女性自身がリーダーになることを希望しないこと 17.7 

3 上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性のリーダーを希望しないこと 25.5 

4 長時間労働の改善が十分ではないこと 32.1 

5 企業などにおいては，管理職になると広域異動が増えること 18.8 

6 企業などにおいて，周囲の人のサポートが期待できないこと 21.4 

7 家事・育児・介護などにおける配偶者・パートナーや家族の支援が十分ではないこと 50.8 

8 育児・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと 38.6 

9 その他 2.9 

10 障害となるものはない 5.3 

11 わからない 10.2 
 無回答 3.8 
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問１６．あなたは，次の言葉を聞いたことがありますか。 

№ カテゴリ 

①．男女共

同参画社会 

②．ワーク・

ライフ・バラ

ンス（仕事と

生活の調

和） 

③．ポジティ

ブ・アクショ

ン（積極的

改善措置） 

④．ジェンダ

ー（文化的・

社会的につ

くられた性

差） 

⑤．ＬＧＢＴ

等（性的少

数者） 

(全体)% 

1 聞いたことがあり内容も知っている 39.7 45.2 17.3 66.7 61.7 

2 聞いたことはあるが内容は知らない 38.7 30.8 29.0 22.4 23.5 

3 聞いたことがない 17.5 18.9 47.4 7.1 10.0 
 無回答 4.2 5.1 6.3 3.8 4.7 

№ カテゴリ 

⑥．アンコン

シャス・バイ

アス（無意

識の思い込

み） 

⑦．リプロダ

クティブ・ヘ

ルス/ライツ

（性と生殖に

関する健

康・権利） 

⑧．ダイバ

ーシティ（多

様性を受容

すること） 

⑨．DV防止

法 

⑩．女性活

躍推進法 

(全体)% 

1 聞いたことがあり内容も知っている 12.4 4.8 34.6 63.2 18.8 

2 聞いたことはあるが内容は知らない 20.5 14.4 36.0 28.2 43.5 

3 聞いたことがない 63.1 76.7 24.7 5.7 33.6 
 無回答 4.1 4.1 4.7 2.9 4.0 

№ カテゴリ 

⑪．女性支

援新法 

⑫．第2次

利根町男女

共同参画推

進プラン 

⑬．利根町

男女共同参

画推進条例 

 

(全体)%  

1 聞いたことがあり内容も知っている 7.9 5.6 4.6  

2 聞いたことはあるが内容は知らない 32.7 26.5 25.0  

3 聞いたことがない 55.8 64.3 66.2  
 無回答 3.6 3.6 4.2  
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問１７．あなたは，次にあげる分野において，男女の地位は平等になっていると思いますか。 

№ カテゴリ 

①．家庭生

活で 
②．職場で 

③．学校（生

活・教育）で 

④．政治の

場で（国会，

地方議会な

ど） 

(全体)% 

1 男性の方が優遇されている 11.5 17.4 2.8 34.2 

2 どちらかといえば男性の方が優遇されている 35.0 33.7 13.9 37.0 

3 平等になっている 26.3 22.0 43.5 9.1 

4 どちらかといえば女性の方が優遇されている 7.4 3.8 2.4 0.7 

5 女性の方が優遇されている 1.1 2.1 0.9 0.4 

6 わからない 15.3 17.3 31.2 15.3 
 無回答 3.4 3.6 5.2 3.3 

№ カテゴリ 

⑤．地域社

会で 

⑥．社会通

念，慣習，し

きたりなどで 

⑦．法律や

制度の上で 

⑧．社会全

体で 

(全体)% 

1 男性の方が優遇されている 16.6 27.5 11.7 16.3 

2 どちらかといえば男性の方が優遇されている 35.3 43.1 32.2 46.8 

3 平等になっている 21.4 10.6 27.5 13.1 

4 どちらかといえば女性の方が優遇されている 1.8 1.7 2.7 3.2 

5 女性の方が優遇されている 1.3 0.7 1.5 1.7 

6 わからない 20.0 13.5 20.2 15.5 
 無回答 3.6 3.0 4.2 3.4 
      

問１８．あなたは，次にあげる意見について，どのように考えますか。①家庭内では男女は対等に話し合うべきであ

る 

№ カテゴリ (全体)% 

1 そう思う 71.3 

2 どちらかといえばそう思う 22.0 

3 どちらかといえばそう思わない 1.7 

4 そう思わない 0.6 

5 わからない 1.8 
 無回答 2.6 
   

②「男だから」，「女だから」と性別だけで決めつけていることがある 

№ カテゴリ (全体)% 

1 そう思う 22.3 

2 どちらかといえばそう思う 46.8 

3 どちらかといえばそう思わない 9.0 

4 そう思わない 16.5 

5 わからない 2.9 
 無回答 2.5 
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③「男は外で働き，女は家庭を守る」という意見に同感する 

№ カテゴリ (全体)% 

1 そう思う 3.9 

2 どちらかといえばそう思う 16.0 

3 どちらかといえばそう思わない 19.6 

4 そう思わない 54.6 

5 わからない 3.5 
 無回答 2.4 
   

④結婚は個人の考えであるから，結婚してもしなくてもどちらでもよい 

№ カテゴリ (全体)% 

1 そう思う 48.0 

2 どちらかといえばそう思う 22.0 

3 どちらかといえばそう思わない 11.0 

4 そう思わない 11.1 

5 わからない 5.7 
 無回答 2.3 
   

⑤妊娠・出産は女性自身の負担が大きいので，女性の意見を尊重しながら考えたほうがよい 

№ カテゴリ (全体)% 

1 そう思う 48.8 

2 どちらかといえばそう思う 34.7 

3 どちらかといえばそう思わない 5.0 

4 そう思わない 3.1 

5 わからない 6.0 
 無回答 2.5 
   

⑥女性が理工系分野に進む機会をつくることは，今後の産業発展のためにも必要だと思う 

№ カテゴリ (全体)% 

1 そう思う 53.6 

2 どちらかといえばそう思う 25.4 

3 どちらかといえばそう思わない 3.3 

4 そう思わない 3.1 

5 わからない 12.3 
 無回答 2.3 
   

問１９．あなたは，この１ヶ月の間に日常生活で不満，悩み，苦労，ストレスなどありましたか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 ある 32.7 

2 多少ある 40.4 

3 あまりない 18.7 

4 まったくない 6.7 
 無回答 1.5 
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問２０．あなたは，この１年間で次のような困難に直面しましたか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 育児・家事の過度な負担 8.3 

2 生活困窮（食費や家賃が払えないなど） 7.2 

3 配偶者や恋人等からの，身体的な暴力行為や精神的な暴力行為（ＤＶ） 1.5 

4 離婚問題 2.0 

5 家庭内の不和（３・４以外のこと） 12.5 

6 ストーカー被害 0.3 

7 家庭外における性暴力被害 0.2 

8 
職場でのセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント（妊娠・出産・育児に関する

不当な扱い） 
0.8 

9 職場でのその他のハラスメント 8.5 

10 いずれもない 66.5 
 無回答 3.2 
   

問２１．問２０のような状況への対処の状況についてお答えください。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 他者に相談した 43.6 

2 他者に相談せずとも，自力で解決した（相談の必要がなかった） 11.0 

3 他者に相談したかったが，できなかった 16.3 

4 他者に相談したいと思わなかった 26.7 
 無回答 2.3 
   

問２２．誰（どこ）にも相談しなかったのはなぜですか。  

№ カテゴリ (全体)% 

1 誰（どこ）に相談してよいのかわからなかったから 16.0 

2 恥ずかしくて誰にもいえなかったから 12.3 

3 相談しても無駄だと思ったから 64.5 

4 相談したことがわかると，仕返しされたり，もっとひどい暴力を受けると思ったから 12.8 

5 相談相手の言動により，不快な思いをすると思ったから 11.1 

6 自分さえ我慢すれば，このまま何とかやっていくことができると思ったから 32.0 

7 世間体が悪いから 6.9 

8 他人を巻き込みたくないから 18.6 

9 思い出したくないから 13.1 

10 自分に悪いところがあると思ったから 10.4 

11 相談するほどのことではないと思ったから 19.2 

12 その他 8.4 
 無回答 0.0 
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問２３．配偶者や恋人等のパートナーからの暴力防止や被害を受けた方を支援するために，今後，どのような取組

が必要だと思いますか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 被害者を一時的に保護する施設（シェルター）を増やす 52.5 

2 相談窓口を増やすなど相談しやすい条件整備をする 52.3 

3 被害者に対する自立支援（子どもの教育，住宅の確保，就労支援等）を行う 44.2 

4 被害者支援に携わるもの（相談機関職員等）の研修機会の充実を図る 12.5 

5 加害者に対する再発防止教育を行う 33.4 

6 青少年に対する暴力防止教育を行う 18.4 

7 その他 3.4 

8 わからない 10.7 
 無回答 3.2 

  

問２４．以下の相談窓口や相談員等について知っているもの（この調査票が届く前から知っていたもの）はどれです

か。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 町の無料法律相談 55.8 

2 町の人権相談・人権擁護委員 23.4 

3 こども家庭センター 12.7 

4 利根町社会福祉協議会が実施する心配ごと相談 28.1 

5 茨城県配偶者暴力相談支援センター 7.2 

6 国の相談窓口（DV相談＋（プラス），女性の人権ホットライン等） 19.2 

7 いずれも知っているものはない 28.0 
 無回答 3.7 
   

問２５．男女共同参画社会の実現に向けて，今後，利根町では特にどのようなことに力を入れていくべきだと思いま

すか。 

№ カテゴリ (全体)% 

1 「広報とね」などで，男女平等と相互の理解や協力についての周知・啓発 30.2 

2 男女共同参画に関する講座の開催など，学習機会の提供 12.7 

3 男女平等の視点に立った学校教育の推進 39.3 

4 労働時間の短縮や休暇の取得など，働き方の見直しについての啓発 23.8 

5 保育や介護サービスの充実など，仕事と家庭の両立支援 43.5 

6 配偶者や恋人等からの暴力（DV）の根絶に向けた啓発と DV被害者支援 7.4 

7 男女の生き方や悩みに関する相談窓口の充実 14.2 

8 
生涯を通じた女性の健康支援（安心で安全な妊娠・出産，性感染症予防や更年期

障害対策など） 
17.0 

9 就職・再就職や起業等による就職支援 24.9 

10 地域づくり，ボランティアなどチャレンジしたい人への支援 15.2 

11 その他 4.6 
 無回答 4.3 
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③利根町男女共同参画推進条例 

令和２年 12月９日条例第 23号 

 

日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ，国際社会における取組とも連動し

ながら，男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。 

平成 11年に「男女共同参画社会基本法」が施行され，男女共同参画社会の実現を 21世紀

における最重要課題と位置付け，社会のあらゆる分野で，総合的な施策の推進の重要性が示

されている。 

また，平成 27年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行され，女

性の活躍に向けた取組が社会全体で拡大しており，女性の活躍を一層推進していくことが

重要になっている。 

利根町においては，平成 27年に「利根町男女共同参画推進プラン」を，令和２年に「第

２次利根町男女共同参画推進プラン」を策定し，男女共同参画社会の実現に向けた取組を進

めてきた。 

しかし，性別による固定的な役割分担意識，性別に起因する暴力や人権侵害など，多くの

課題が解決されていないことから，男女共同参画社会の実現には，総合的かつ計画的に推進

することが必要である。 

ここに，男女共同参画社会を実現することを目指して，町，町民及び事業者が一体となっ

た取組を推進するため，男女共同参画の推進についての基本理念やそれぞれの責務等を定

めた条例を制定する。 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は，男女共同参画の推進に関し，基本理念を定め，町，町民及び事業者の

責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより，男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的と

する。 

(定義) 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 男女共同参画 男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，

経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うことを

いう。 



資料編 

70 

（２） 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要

な範囲内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することを

いう。 

（３） 町民 町内に居住し，又は勤務し，若しくは通学する者をいう。 

（４） 事業者 町内において事業活動を行う個人，法人その他の団体をいう。 

（５） セクシュアル・ハラスメント 町民生活のあらゆる場において相手の意に反した

性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の

対応によってその者に不利益を与えることをいう。 

（６） ドメステイック・バイオレンス 配偶者，恋人その他の親密な関係にある者又は

これらの関係にあった者に対する身体的，精神的，社会的，経済的又は性的な暴力及

び虐待行為をいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画の推進は，次に掲げる事項を基本理念として行われなければならな

い。 

（１） 男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳が重んぜられること，男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと，男女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されること。 

（２） 社会における制度又は慣行についての配慮 男女の社会における活動に対して

及ぼす影響にできる限り配慮し，男女が性別による固定的な役割分担にとらわれる

ことなく多様な生き方を選択できるよう配慮されること。 

（３） 政策等の立案及び決定への共同参画 男女が，社会の対等な構成員として，町に

おける政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保

されること。 

（４） 家庭生活における活動と他の活動の両立 家族を構成する男女が，相互の協力及

び社会の支援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たし，かつ，当該活動以外の活動を行うことがで

きるよう配慮されること。 

（５） 生涯にわたる男女の健康維持に対する配慮 男女が，互いの性にかかわる身体的

特徴について理解を深め，尊重し合うとともに，生涯にわたり健康な生活を営むこと

ができるよう配慮されること。 

（６） 国際的協調 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有し

ていることを考慮して，国際的協調の下に行われること。 

(町の責務) 

第４条 町は，前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり，男女共同参

画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し，実施しな

ければならない。 
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２ 町は，男女共同参画の推進に関する施策について，町民及び事業者の理解が深まるよう

必要な啓発活動を行わなければならない。 

(町民の責務) 

第５条 町民は，家庭，職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野において，基本理

念にのっとり，男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 町民は，町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は，事業活動において，基本理念にのっとり，男女共同参画の推進に努めな

ければならない。 

２ 事業者は，基本理念にのっとり，男女が共に職業生活における活動及び家庭生活，地域

生活等における活動を両立できるよう就労環境の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は，町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第７条 何人も，社会のあらゆる分野において，次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 性別を理由とする権利侵害及び差別的な取扱い 

（２） セクシュアル・ハラスメント 

（３） ドメスティック・バイオレンス 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第８条 何人も，公衆に表示する情報において，性別による固定的な役割分担及び前条に規

定する行為を助長し，又は連想させる表現並びに著しく性的感情を刺激する表現を行わ

ないよう努めなければならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等 

(基本計画) 

第９条 町長は，男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的に推進するため，男

女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければな

らない。 

２ 町長は，基本計画を策定するに当たっては，あらかじめ第 19条に規定する男女共同参

画推進委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 町長は，基本計画を策定したときは，これを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は，基本計画を変更する場合について準用する。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 10条 町は，男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，及び実施

するに当たっては，男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 
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(教育における男女共同参画の推進) 

第 11条 町は，学校教育及び社会教育において，男女共同参画に関する教育及び学習の機

会を充実させる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(男女共同参画推進月間) 

第 12条 町は，男女共同参画の推進について，町民及び事業者の関心と理解を深めるとと

もに，男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため，男女共同参

画推進月間を設けるものとする。 

２ 前項の男女共同参画推進月間は，毎年 11月とする。 

(町民等の活動の支援) 

第 13条 町は，町民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため，情

報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(苦情等の申出及び対応) 

第 14条 町民及び事業者は，次に掲げる苦情等を町長に申し出ることができる。 

（１） 男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認

められる施策についての苦情 

（２） 性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因によって

人権が侵害された場合についての相談等 

２ 町長は，前項の規定による苦情等の申出を受けたときは，関係機関との連携を図り，適

切かつ迅速に対応するものとする。 

(推進体制の整備) 

第 15条 町は，男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとす

る。 

(附属機関等における積極的改善措置) 

第 16 条 町は，附属機関(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の４第３項に規定

する附属機関をいう。)その他これに準ずるものにおける委員の委嘱又は任命に当たって

は，積極的改善措置を講ずるように努めるものとする。 

(調査研究等) 

第 17条 町は，男女共同参画を推進するため，男女共同参画に関する情報の収集，分析及

び調査研究を行うものとする。 

(施策の実施状況の公表) 

第 18条 町長は，毎年度，基本計画に基づく施策の実施状況を明らかにする報告書を作成

し，これを公表しなければならない。 
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第３章 利根町男女共同参画推進委員会 

(男女共同参画推進委員会の設置) 

第 19条 男女共同参画社会の実現を総合的かつ効果的な推進を図るため，利根町男女共同

参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 20条 推進委員会は，町長の諮問に応じ，次に掲げる事項に関して調査審議する。 

（１） 基本計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 男女共同参画の推進方策に関すること。 

（３） その他男女共同参画の推進に関して必要な事項に関すること。 

(組織) 

第 21 条 推進委員会は，委員 12 人以内をもって組織し，次に掲げる者のうちから町長が

委嘱する。 

（１） 知識経験者 ４人以内 

（２） 各種団体等 ４人以内 

（３） 町民 ４人以内 

２ 前項の委員の選任に当たっては，男女いずれか一方の委員の数が委員総数の 10 分の 4

未満とならないようにしなければならない。 

(任期) 

第 22条 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，特定の職により委嘱された委員は，当該職にある期間とす

る。 

(会長及び副会長) 

第 23条 推進委員会に，会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により選出する。 

３ 会長は，会務を総括し，推進委員会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は欠けたときは，その職務を代理す

る。 

(会議) 

第 24条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし，委員の委

嘱後最初に開かれる会議は，町長が招集する。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ 会議は，委員の半数以上が出席しなければ，開くことができない。 

４ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 
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５ 会長は，必要と認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その意見，説明等を

聴くことができる。 

(庶務) 

第 25条 推進委員会の庶務は，政策企画課において処理する。 

 

第４章 補則 

(委任) 

第 26条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，町長が別に

定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

２ 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成２年利根

町条例第５号)の一部を次のように改正する。 

 〔次のよう〕略 

(経過措置) 

３ この条例の施行の際，現に策定されている利根町男女共同参画推進プランは，第９条第

１項に規定する基本計画とみなす。 

 

附 則(令和５年条例第７号) 

(施行期日) 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

(任期の特例) 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は，第 22条の規定にかかわらず，

令和７年３月 31日までとする。 
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④利根町男女共同参画推進委員会委員名簿 

任命日  2023年（令和５年）４月１日 

 

 役職 氏名 備考 

１ 会 長 石橋 達夫 各種団体等 

２ 副会長 地脇 倫代 各種団体等 

３  市村 俊勝 各種団体等 

４  西村 重之 知識経験者 

５  宮本 トシコ 知識経験者 

６  髙野 美香 知識経験者 

７  久保田 靖浩 町民 

８  永井 貴幸 町民 

９  中村 晃子 町民 

10  深井 利子 町民 
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⑤利根町男女共同参画推進本部設置規程 

 

令和３年３月９日訓令第３号 

 

（設置） 

第１条 利根町男女共同参画推進条例(令和２年利根町条例第 23号。以下「条例」という。)

第 15条の規定により，男女共同参画の推進に関する施策を策定し，総合的かつ計画的に

実施するため，利根町男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 条例第９条の規定による基本計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 男女共同参画の推進に関する施策の推進に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか，男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長には町長をもって充て，推進本部を総理し，推進本部を代表する。 

３ 副本部長には教育長をもって充て，本部長を補佐し，本部長に事故あるときは，その職

務を代理する。 

４ 本部員は，利根町庁議規程(平成 18年利根町訓令第 7号。)第２条第１項第３号に規定

する者(以下「各課等の長」という。)をもって充てる。 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は，本部長が招集し，その議長となる。 

２ 議長は，必要があると認めるときは，本部員以外の者を会議に出席させ，意見又は説明

を求めることができる。 

（ワーキングチーム） 

第５条 推進本部の所掌事項を円滑に遂行するため，ワーキングチームを置く。 

２ ワーキングチームは，各課等の長が所属職員の中から指名する者をもって組織する。 

３ ワーキングチームの会議は，政策企画課長が必要に応じて招集し，開催するものとする。 

（庶務） 

第６条 推進本部及びワーキングチームの庶務は，政策企画課において処理する。 

（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，推進本部の運営に関し必要な事項は，本部長が別に

定める。 

 

附 則 

この告示は，令和３年４月１日から施行する。 
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⑥利根町男女共同参画推進本部委員名簿 

2025年（令和７年）３月現在 

 

 課名等 役職 氏名 

１ 町長 本部長 佐々木 喜章 

２ 教育長 副本部長 海老澤 勤 

３ 総務課長  中村 寛之 

４ 政策企画課長  布袋 哲朗 

５ 財政課長  木村 宜孝 

６ 防災危機管理課長  亀谷 英一 

７ 税務課長  鈴木 壮 

８ 住民課長  大津 聖二 

９ 福祉課長  服部 豊 

10 子育て支援課長  松永 重生 

11 保健福祉センター所長  勝村 健 

12 生活環境課長  雑賀 正幸 

13 
保険年金課長（国保診療所事

務長兼務） 
 松本 浩睦 

14 農業政策課長  飯島 弘 

15 まち未来創造課長  清水 敬子 

16 建設課長  大越 正博 

17 会計課長  本谷 幸洋 

18 議会事務局長  宮本 正裕 

19 学校教育課長  大越 聖之 

20 生涯学習課長  古山 栄一 

21 指導課長  丹 晴幸 
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⑦利根町男女共同参画推進本部ワーキングチーム委員名簿 

2025年（令和７年）３月現在 

 

 課名等 氏名 

１ 総務課 森杉 日奈子 

２ 財政課 永井 沙織 

３ 防災危機管理課 浅賀 裕太郎 

４ 税務課 秋山 悠矢 

５ 住民課 矢口 敬子 

６ 福祉課 粂原 亮平 

７ 子育て支援課 福山 裕一朗 

８ 保健福祉センター 稲葉 美知 

９ 生活環境課 住田 耕輝 

10 保険年金課 星野 巧 

11 国保診療所 直江 ゆかり 

12 農業政策課 嶋田 梨沙 

13 まち未来創造課 東 基貴 

14 建設課 高谷 仁紀 

15 会計課 地脇 将悟 

16 議会事務局 齋藤 リマ 

17 学校教育課 成島 仁美 

18 生涯学習課 藤後 慶之 

19 生涯学習課 飯田 江理子 

20 指導課 野田 あゆ美 
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⑧茨城県男女共同参画推進条例（抜粋） 

平成 13年茨城県条例第１号 

 

人はすべて法の下において平等であり，これまで男女平等の実現に向けた様々な取組が

行われてきたが，今なお，十分に実現されるに至っていない。 

今後，少子高齢化の進展や経済活動の成熟化，情報通信技術の高度化など社会経済情勢の

急速な変化に的確に対応し，県民ひとりひとりがものの豊かさと心の豊かさをあわせ持つ

新しい豊かさを実感することができる茨城を目指すためには，男女が，社会のあらゆる分野

において，互いの違いを認め合い，互いに人権を尊重しながら，それぞれの個性と能力を十

分に生かし，共に責任を担うことができる男女共同参画社会を早急に実現することが重要

である。 

ここに，男女共同参画社会を実現することを目指して，男女共同参画の推進についての基

本理念を明らかにし，県，県民，事業者等が連携し，一体となって男女共同参画の推進に取

り組むことを決意し，この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画の推進についての基本理念を定め，県，県民及び事業者

の責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を

定めることにより，男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 男女共同参画男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され，かつ，共に責任を担うことをい

う。 

（２） 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することをい

う。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は，男女の個人としての尊厳が重んぜられること，男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと，男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨として，推進されなければならない。 
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２ 男女共同参画は，社会における制度又は慣行が男女の社会における活動に対して及ぼ

す影響にできる限り配慮し，男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく

多様な生き方を選択することができることを旨として，推進されなければならない。 

３ 男女共同参画は，男女が，社会の対等な構成員として，県における政策又は民間の団体

における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として，推

進されなければならない。 

４ 男女共同参画は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養育，

家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たし，かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として，推進さ

れなければならない。 

５ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び地域

における国際化の進展にかんがみ，男女共同参画は，国際的協調の下に推進されなければ

ならない。 

（県の責務） 

第４条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，男女共同

参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し，及び

実施する責務を有する。 

２ 県は，あらゆる施策を策定し，及び実施するに当たっては，基本理念を尊重するものと

する。 

３ 県は，男女共同参画の推進に関する施策について，県民，事業者，市町村及び国と相互

に連携して取り組むように努めるものとする。 

（県民の責務） 

第５条 県民は，職域，学校，地域，家庭その他の社会のあらゆる分野において，基本理念

にのっとり，男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 県民は，基本理念にのっとり，県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協

力するように努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，雇用等の分野において，基本理念にのっとり，男女共同参画の推進に努

めなければならない。 

２ 事業者は，基本理念にのっとり，男女が職業生活における活動と家庭生活における活動

を両立できるように就労環境の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は，基本理念にのっとり，県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に

協力するように努めなければならない。 
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第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（基本計画） 

第８条 知事は，男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため，

議会の承認を経て，男女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

（２） 前号に掲げるもののほか，男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するために必要な事項 

３ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，県民及び事業者の意見を反映することができ

るように，必要な措置を講じなければならない。 

４ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ，茨城県男女共同参画審議会の意

見を聴くほか，市町村の意見を求めなければならない。 

５ 知事は，基本計画を定めたときは，これを公表しなければならない。 

６ 第１項及び前３項の規定は，基本計画の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）につ

いて準用する。 

（市町村に対する支援等） 

第 12条 県は，市町村が行う男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村

が実施する男女共同参画の推進に関する施策を支援するため，情報の提供，技術的な助言

その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 県は，県が実施する男女共同参画の推進に関する施策について，市町村に対し，協力を

求めることができる。 

 

第３章 性別による権利侵害の禁止等 

（性別による権利侵害の禁止） 

第 19条 何人も，セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により当該言動を受けた個人

の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を

与えることをいう。以下同じ。）を行ってはならない。 

２ 何人も，配偶者等に対し，身体的又は精神的な苦痛を与えるような暴力的行為を行って

はならない。 

３ 何人も，性的指向（自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。

以下同じ。）及び性自認（自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。）を理由と

する不当な差別的取扱いを行ってはならない。  
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⑨男女共同参画社会基本法（抜粋） 

平成十一年法律第七十八号 

 

前文 

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ，男女平等の実現

に向けた様々な取組が，国際社会における取組とも連動しつつ，着実に進められてきたが，

なお一層の努力が必要とされている。 

一方，少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に

対応していく上で，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い，性別にかかわ

りなく，その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は，緊要な

課題となっている。 

このような状況にかんがみ，男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定

する最重要課題と位置付け，社会のあらゆる分野において，男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに，男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，将

来に向かって国，地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的

かつ計画的に推進するため，この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第二条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政

治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うべ

き社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は，男女の個人としての尊厳が重んぜられること，男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと，男女が個人として能力を発揮する機会が確保

されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として，行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては，社会における制度又は慣行が，性別による

固定的な役割分担等を反映して，男女の社会における活動の選択に対して中立でない影

響を及ぼすことにより，男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあるこ
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とにかんがみ，社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及

ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は，男女が，社会の対等な構成員として，国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が確保されることを旨として，行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支援の下

に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし，かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨と

して，行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有してい

ることにかんがみ，男女共同参画社会の形成は，国際的協調の下に行われなければなら

ない。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は，男女共同参画基本計画を勘案して，当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女

共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか，都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は，男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して，当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は，都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め，又は変更したときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。 
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⑩配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（抜粋） 

平成十三年法律第三十一号 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 （略） 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，基本方針に即し，かつ，都道府県基本計画を

勘案して，当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定め

るよう努めなければならない。  

４・５ （略）  

 

 

 

⑪女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（抜粋） 

平成二十七年法律第六十四号 

 

（都道府県推進計画等） 

第六条 （略） 

２ 市町村は，基本方針（都道府県推進計画が定められているときは，基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して，当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

３ （略） 

 

 

 

⑫困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（抜粋） 

令和六年法律第五十二号 

 

（都道府県基本計画等） 

第六条 （略） 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，基本方針に即し，かつ，都道府県基本計画を

勘案して，当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に

関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努

めなければならない。 

４・５ （略） 
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